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１ はじめに 

 

本委員会においては、これまで対象としてきた事前評価・再評価に加え、

本年度から、再評価実施後一定期間（５年）を経過して継続している事業

（再々評価対象事業）及び事後評価についても審議対象に加えることとな

った。 

このため、予備的評価により重点審議案件の絞込みを行うなど一層効率

的な審議に努めているところである。また、再々評価対象事業の安威川ダ

ム事業については、本委員に加え専門委員も参画した検討部会を別途設置

し、集中的に審議を行っているところである｡ 

さらに、審議にあたっては、引き続き委員会審議を全て公開するととも

に、府民意見や意見陳述の公募を行うなど、透明性の高い委員会運営に努

めた。 

今回、本年度上期において既に意見具申を行った 15 事業に続き、下期分

として、事前評価案件９事業、再評価案件２事業、再々評価案件 26 事業の

合計 37 事業についての意見具申を行うものである。 

なお、引き続き審議中である「安威川ダム建設事業」及び「交流型集落

道堺南部地区」と、事後評価案件の「府営藤井寺道明寺住宅建替事業」は、

今後、別途意見具申を行うこととする｡ 

 

２ 審議対象の基準 

  

審議対象の基準は、別紙１[P7]のとおりである。 

 

３ 審議結果 

 

(1) 事前評価対象事業（別表１参照[P8-P19]） 

 

【大阪府堺南警察署建替事業】 

本事業については、以下の理由により「事業実施は妥当」と判断する｡ 

   ・現庁舎のうち本館は府内警察署の中では最も古い昭和３４年の建築で

老朽化が著しく、また署員増加等による狭隘化も進んでいることから、

警察署の中での建替えの優先順位は高いことを確認した。 

・また、建替により警察署機能の充実、耐震性能等安全性の向上、府民

サービス及び執務環境の向上などが期待されることを確認した。 
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なお、本事業の審議の過程で、府建築物の建替にあたっての基本的方

針が大きな論点となった。 

本事業を個別の事業としてみた場合には、最初から全面建替えという

結論ありきで事業計画が進行しているように思われた。本委員会として

は代替案の比較検討を求め、部分改修するよりも全面建替えのほうが機

能面で効果が高いことは理解した。しかしながら、老朽化した府建築物

の更新を行う際の手法の検討にあたっては、計画の初期段階から既存建

築物の改修を含め実現可能な複数の案を比較検討し、そのうえで最良の

案を決定するといった計画策定過程を十分に踏んでおく必要があると考

えられる。 
将来的に府においては建替対象案件の大幅な増加が見込まれることや、

今後制約された財政状況の中で施設更新を効率的に行っていかなければ

ならないことを考慮すれば、既存ストックを最大限有効活用するという

考え方に立って、府建築物全体に係る建替えについての基本的な方針や

基準あるいは既存ストックを長寿命化するための適切な維持管理の方法

などについて府として早期に検討していくべきであると考える。 
今後、府建築物の建替基準などの基本的な考え方についてとりまとめ

られ、その結果を本委員会に報告されたい。 
 

さらに、本事業の施設整備にあたっては最新の通信設備を設置するな

ど、警察機能の一層の充実を図る必要があるのではないか、デザイン面

においても工夫を凝らすことにより地域のシンボルとして文化的な役割

を果たせないか、また、建設単価については従来単価にとらわれず一層

のコスト縮減努力が必要であり、プロポーザル方式による設計に際して

は、機能面に加えてコスト面での配慮も十分行う必要があるのではない

かとの意見もあったことを付記しておく。 

 
 
【高等職業技術専門校再編整備事業】 

本事業については、以下の理由により「事業実施は妥当」と判断する｡ 

・本事業は、府の高等職業技術専門校全体を７校から５校に再編し、時代の

ニーズに即した技術訓練校に再編整備していく構想の一環であることを

確認した。 
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・南大阪校（仮称）は、２校（堺校・松原校）を１校に統合したうえハイ

テク拠点という立地特性を活かした訓練内容（通信・環境・整備）に再

編し、近隣施設と連携しながら訓練の高度化などを図っていく予定であ

ることを確認した。 
・また、建築基準法の用途地域が、堺校は第１種住居地域、松原校は第１

種中高層住居専用地域であり、ともに用途地域の関係で既存不適格であ

り、現地建替えができないことを確認した。 

・さらに本事業予定地は、産業団地であるテクノステージ和泉内にあり、

近隣の府立産業技術総合研究所や近畿職業能力開発大学校との連携を深

め、訓練の高度化を図るとともに、ハイテク企業との技術交流、企業ニ

ーズの迅速な把握が可能となり、産業振興を支える人材育成が期待され

ることを理解した。 

 

なお、当該施設の実効性を確保するためには、路線バスの増便など公

共交通アクセス機能の向上が必要ではないかとの意見があった｡ 

 
【府営住宅建替事業（瓜破西、豊新、長居西、公園南矢田、八尾植松、堺南

長尾、岸和田吉井第２）】 
府営瓜破西住宅建替事業ほか６事業については、以下の理由により「事

業実施は妥当」と判断する｡ 

・いずれの事業も大阪府住宅五カ年計画における計画供給量の範囲内であ

り、老朽化の著しい中層耐火住宅として、大阪府府営住宅ストック総合

活用計画における事業優先順位が高いことを確認した。 

・また、府営住宅ストック総合活用計画では、建替え事業については、将

来の高齢化を見据えて全戸バリアフリー化を実施していく予定であるこ

とを確認した。 

・さらに、入居要件に適合しない高額所得者に対して順次明渡しを求めて

いるとともに、必要な場合は司法手続きを踏むなど適切な入居管理に努

めていることを確認した。 

・加えて、府は広域的な対応、市町村は地域的な対応といった基本的な考

え方に基づき住宅政策の役割分担をしており、府は生活困窮者へのセー

フティネットとして、まちづくり、福祉施策等市町村と連携し、既存ス

トックを有効に活用しながら府営住宅の供給を行っていく予定であるこ

とを確認した。 
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また、府営住宅建替事業に共通する意見として、これまでの論点に加え、 

  次の意見があったので付記しておく｡ 

・完成まで長期間を要する事業の場合、家族構成やライフスタイルの変化

など社会情勢の変化に即して、計画を柔軟に変更していく仕組みづくり

が必要ではないか。 

・ 自然環境やコミュニティも社会ストックであるという考え方を計画段

階での重要な視点として組み込んでいく必要がある。 

・ 住宅の全体的な量的供給が充たされつつある中で、これからの公営住宅

については、１地区に大量に供給する形態からもう少し分散した形での

供給や立地環境を考慮した供給なども検討すべきではないか。 

  

上記の新たに追加された指摘や意見については、府営住宅についての「論

点整理表（１３～１４年度）」に追記し、今後の建替事業の計画などに活か

されたい。 

 

(2) 再評価対象事業（別表２参照[P20-P21]） 

 

【水質保全対策事業･石川深溝地区、いきいき水路モデル事業長瀬･玉串地区】 
これらの事業は、工事進捗率が８割を超えており、投資効果の面からも

事業をできる限り早期に完成させることが必要であり「事業継続は妥当」

であると判断する。 

 

(3) 再々評価対象事業（別表３参照[P22-P49]） 

 

【府営公園整備事業（蜻蛉池公園、山田池公園、深北緑地、大泉緑地、せんなん里海）】 
これらの事業については、審議の結果、事業のさらなる継続の必要性が

認められ、かつ、事業進捗上も特段の支障がないと考えられるため、いず

れも「事業継続は妥当」であると判断する。 

また、重点的に審議を行った「府営蜻蛉池公園整備事業」については、

平成１０年度の意見具申を踏まえ、事業認可区域内の既買収区域における

未整備箇所の整備を優先し、事業の重点的な推進を図っていることを確認

した。また、今後５年間で新たに事業認可区域を拡大する予定はなく、当

面、事業認可を受けた区域を重点的に整備していく方針であることを確認

した。 
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なお､今後も現在の事業認可区域を含め、事業費の縮減に留意しながら、

府民のニーズに対応し、できるだけ良好な自然環境の保全と活用を図る施設

整備に努めるとともに、自然環境の保全や施設の管理に、より一層ボランテ

ィア等の協力を得るために、ボランティアの育成といったマネジメントの費

用を考慮した事業も推進されるよう要望する。 
 

また、公園事業の事業認可区域を変更（拡大）する場合は、実質的に事

前評価と同様の視点でチェックを行う必要があることから、５年ごとの再

（々）評価期間にとらわれず、その時点で本委員会として、その是非につ

いて審議を行うこととする。 
 
【河川（耐震対策）西大阪地区】 

       本事業については、審議の結果、事業のさらなる継続の必要性が認めら

れ、かつ、事業進捗上も特段の支障がないと考えられるため、「事業継続は

妥当」であると判断する。 

なお今回の評価対象は耐震対策事業であるが、事業内容は耐震対策及び

高潮対策を目的とする複合的事業である。こうしたことから、本事業につ

いては、定性的な評価項目について審議をおこなうとともに、審議の過程

で数種類の方法で費用便益比の再算定を行い、そのいずれにおいても事業

効果を有することを確認した。しかし費用便益比については、今後継続し

て適切な数値の算定方法を検討していく必要がある。 

 

このように、河川事業に限らず、費用便益比は評価にあたって重要な判

断要素の一つであることから、本委員会における各種建設事業評価におい

ても、国のマニュアルの一律的な適用にとどまらず、便益項目の設定や地

域特性の反映、あるいは定量的な費用便益算定が困難なものについての定

性的評価項目の検討なども含め、府民への説明責任を果たすという観点か

ら取り組まれたい。 

 

【河川（改修）：穂谷川・天野川・落堀川・西除川〈上流〉・飛鳥川・梅川・

佐備川・牛滝川・春木川】  【河川（総合治水対策）：寝屋川流域】 
【河川（高潮対策）：津田川・神崎川筋・旧淀川筋】 
【砂防：免除川･谷田川･清滝川･讃良川･太井川右支渓･飯ノ峯川･雨山川】 

これらの事業については、審議の結果、事業のさらなる継続の必要性が

認められ、かつ、事業進捗上も特段の支障がないと考えられるため、いず

れも「事業継続は妥当」であると判断する。 
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４  結び 

 

   今後、「安威川ダム建設事業」及び「交流型集落道堺南部地区」と、事後

評価案件の「府営藤井寺道明寺住宅建替事業」は、引き続き審議を行って

いくこととする。 

また、審議を通じた意見を踏まえ、評価システムの充実に向けた意見具

申も行っていきたいと考えている。 



 

7  

建設事業評価委員会の審議対象基準 

 対象基準 評価の視点 

事前評価 
府が新たに実施予定の建設事

業のうち総事業費が 10 億円

以上と見込まれるもの 

・上位計画等の位置付け 
・優先度 
・事業を巡る社会経済情勢 
・事業効果の定量的分析 
（費用便益分析等） 

・事業効果の定性的分析 
・自然環境等への影響と対策 
・代替案との比較検討 など 

再評価 

府が実施する建設事業のうち

次のいずれかに該当する事業 
・事業採択後５年間を経過した時

点で未着工の事業 
・事業採択後 10 年間（但し、標準

工期が 5 年未満の事業について

は 5 年間）を経過した時点で継

続中の事業 
・事業の進捗状況や社会経済情勢

の急激な変化等により評価の必

要が生じた事業 

建

設

事

業 

（再々評価） 
府が実施する事業のうち再評

価実施後、一定期間（５年）

が経過している事業 

・事業の進捗状況 
・事業を巡る社会経済情勢の変化 
・事業効果の定量的分析 
（費用便益分析等） 

・事業効果の定性的分析 
・自然環境等への影響と対策 など 

事前評価 
府が実施又は関与する主要な

面的開発事業及び鉄軌道整備

事業のうち、事業着手前の事

業計画策定段階のもの 

・府が関与する理由 
・事業を巡る社会経済情勢 
・事業効果の定量的分析 
（費用便益分析等） 

・事業効果の定性的分析 
・採算性 
・自然環境等への影響と対策 
・代替案との比較検討 など 

主

要

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト 
事中評価 

府が実施又は関与する主要な

面的開発事業及び鉄軌道整備

事業のうち、現に実施中の事

業で、府において見直し案を

策定したもの 

・府が関与する理由 
・事業を巡る社会経済情勢の変化 
・事業効果の定量的分析 
（費用便益分析等） 

・事業効果の定性的分析 
・採算性 
・自然環境等への影響と対策 
・代替案との比較検討 など 

 

別紙１ 
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事前評価審議対象事業一覧表（９事業） 

事業名 
（所在地） 

上位計画・優先度 
事業効果の定量的分析 

（費用便益比） 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る 
社会経済情勢 

事業効果の定性的分析  

自然環境等への 
影響と対策 

①(警察署建替) 

大阪府堺南警察署建替事業 

（堺市） 

 

Ｂ／Ｃ 

警察署の整備による費用便

益の測定方法が確立されて

いないため算出不能。 

 

[上位計画等の位置付け]  
大阪の再生・元気倍増

プラン（大阪２１世紀

の総合計画） 
 
[優先度] 
堺南警察署庁舎（本

館）は昭和34年建築で、

府下６４警察署の中で

最も古い建物である。 
建築後44年が経過し

ており、老朽であるこ

とに加え、狭隘化が著

しく、効率的な警察活

動に支障をきたしてい

る。 
また、現庁舎は高齢

者や障害者に配慮した

施設となっていないほ

か、庁舎の耐震性能を

診断したところ、改修

が必要であるとの診断

結果がでている。 
 さらに、現地建替えを

行うための仮庁舎建設

予定地の確保について

は、堺市との協議も完

了しており、この機会

を逃すと早期の建替え

が極めて困難となる。 
 
 

[目的] 

現庁舎は老朽・狭隘化が著し

く、機能・安全面で支障が生じ

ている。 

庁舎の建替えを行うことによ

り、警察署機能の充実、耐震性能

等安全性の向上、勤務環境の向上

及び庁舎を訪れる府民へのサー

ビス向上を図る。 

 

[内容] 

新庁舎 鉄筋コンクリート造 

 ５～６階建 

 約５，６００㎡ 

       来庁者駐車場約２０台 

 

[事業費] 

総事業費：約２７億円 

（内訳） 

新庁舎   約２５億円 
 文化財調査費 約２億円 

（仮庁舎 約５億円） 

 

[完成予定年] 

平成２０年度 

[地元等の協力体制]

今後、事業の進捗

に応じて地元説明

会を開催していく

予定である。 

 
○警察署機能の充実による

管内治安の確保。 
○庁舎耐震性能の向上、非常

用発動発電機の整備等に

より、災害発生時における

警察機能の強化。 
○勤務環境の改善に伴う勤

務員の士気の向上。 
○留置場収容人員・取調室の

増加等による犯罪捜査体

制の強化。 
○来庁者用駐車場の拡大に

よる府民サービスの向上。 
○大阪府福祉のまちづくり

条例の趣旨に沿った高齢

者や障害者にやさしい設

備・仕様の実現（エレベー

ター、障害者用便所の設

置、バリアフリー化等） 
○健康増進法の趣旨に沿っ

た受動喫煙を防止する設

備の設置。 

○動植物の生態系への影響 
既存庁舎の現地建替えで

あり、新たに土地の利用転換

を伴わないことから動植物

の生態系に影響はない。 
 
○文化財調査 
隣接する泉北府民センタ

ービル建設時に埋蔵文化財

が発見されていることから

堺南警察署敷地でも発見さ

れる可能性が高く、大阪府教

育委員会（文化財保護課）と

調整の上試掘を実施し、調査

の必要があれば文化財調査

を行う。 
 
○産業廃棄物のリサイクル 
既存庁舎の撤去工事に伴

う廃棄物については、「建設

リサイクル法」に基づき、リ

サイクル可能なものの再資

源化に努める。新築工事につ

いては、再生材の利用に努め

る。 

 

下 期 分 
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（１／９） 
代替案との比較検討 

委員会における主な審議内容 評価 

○既存の別館を改修して利

用（本館のみ建替え） 

全面建替えと比較すると、

建設コストは安くなるが、関

連諸室が同一フロアに配置

できないことや新設部分と

既設部分で段差が生じるな

ど、機能面での効率が落ち

る。 

 

○他の土地への移転 

現在地は、管内のほぼ中央

に位置し交通の便もよく、Ｊ

Ｒ阪和線鳳駅に近接する管

内の中心市街地であり、地域

住民の利便性及び管内治安

拠点の観点から、立地条件と

して最適であり、移転の必要

性は認められない。 

 

 
（必要性） 
・現庁舎のうち本館は府内６４警察署の中では最も古い昭和３４年の建築で、老朽
化が著しく、また署員増加等による狭隘化も進んでいることから、警察署の中で
の建替えの優先順位は高いことを確認した。 

・老朽・狭隘化した警察署の建替えにより、警察署機能の充実、耐震性能等安全性
の向上、府民サービス及び執務環境の向上などが期待されることを確認した。 

 
（整備内容） 
・新庁舎の面積約5,600 ㎡については、用途毎の積み上げであり、概ね国庫補助採
択基準による面積算定によるものであることを確認した｡ 

・新庁舎の建設単価は394 千円／㎡と、他の類似警察署と同水準となっており、警
察署という施設の特殊性はあるものの、民間施設の建設実績なども踏まえ、従来
単価にとらわれず一層のコスト縮減努力が必要である。 

 
（警察署建替えについて） 
建築後の経過年数、狭隘度、耐震性能などを総合的に判断して建替えの可否を判

断しており、経過年数については、建築後概ね４０年、狭隘度合いについては現有
面積を国庫補助対象面積で割った数値が８０％未満を判断基準としていることを確
認した。 
 
（事業効果の測定） 
 本事業のように便益の定量的な算定方法が確立されていない場合には、定性的分
析を詳細に行う必要があるとの意見があった。 
  
（機能及びデザイン面での設計の工夫） 
設計についてはプロポーザル方式を採用し、警察署という施設目的を踏まえ、使

い勝手や機能、メンテナンスなどを重視して提案内容の評価を行っていることを確
認した。 
なお、施設整備にあたっては、最新の通信設備を設置するなど、警察機能の一層

の充実を図る必要があるのではないか、デザイン面においても工夫を凝らすことに
より地域のシンボルとして文化的な役割を果たせないか、また、プロポーザル方式
による設計に際しては、機能面に加えてコスト面での配慮も十分行う必要があるの
ではないか、との意見があった。 
  
（代替手法の比較検討について） 
本事業を個別の事業としてみた場合には、最初から全面建替えという結論ありき

で事業計画が進行しているように思われた。本委員会としては代替案の比較検討を
求め、部分改修するよりも全面建替えのほうが機能面で効果が高いことは理解した。
しかしながら、老朽化した府建築物の更新を行う際の手法の検討にあたっては、計
画の初期段階から既存建築物の改修を含め実現可能な複数の案を比較検討し、その
うえで最良の案を決定するといった計画策定過程を十分に踏んでおく必要があると
考えられる。 
 

（府建築物全体に係る建替えの基本的な方針等について） 
将来的に府においては建替対象案件の大幅な増加が見込まれることや、今後制約

された財政状況の中で施設更新を効率的に行っていかなければならないことを考慮
すれば、既存ストックを最大限有効活用するという考え方に立って、府建築物全体
に係る建替えについての基本的な方針や基準あるいは既存ストックを長寿命化する
ための適切な維持管理の方法などについて府として早期に検討していくべきである
と考える。 
今後、府建築物の建替基準などの基本的な考え方についてとりまとめられ、その

結果を本委員会に報告されたい。 

 

事業実施 

 

（別表１） 
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事前評価審議対象事業一覧表（９事業）    

事業名 

（所在地） 

上位計画・ 

優先度 

事業効果の定量的分析 

（費用便益比） 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る 

社会経済情勢 
事業効果の定性的分析 

自然環境等

への影響と

対策 

②（高等職業技術専門校）

再編整備事業 

（和泉市） 

養成・再就職支援訓練 

定量的な分析は困難であるが、

100％の就職率を目指す。 
 
在職者訓練 

ﾚﾃﾞｨﾒｲﾄﾞ  80 ｺｰｽ 1,000人／年 

ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ 40 ｺｰｽ 1,500人／年 

 

技能検定 

60作業 ／190作業 

3,000人 ／9,000人 

［上位計画］ 
○第７次大阪府職業
能力開発計画 

○大阪府行財政計画
（案） 
→ 高等職業技術専門
校の再編を行う。（H
１４着手） 

○府立高等職業技術
専門校再編基本構
想  

 
［優先度］ 
長引く景気低迷の

中、離職を余儀なくさ
れた方 (々特に中高年
齢者)の早期再就職を
支援することに加え、
労働者の雇用不安の
解消を図る必要があ
る。また、産業の空洞
化が進む中、経済を支
えるものづくり基盤
技術の積極的な振興
を図るとともに、産業
クラスタを形成し大
阪経済の活性化を図
らなければならない。 
府民の雇用不安を

解消するため、雇用に
結びつく職業訓練機
会の提供や働く人々
のキャリア形成支援、
大阪のものづくりを
支える若年技能労働
者の育成、ハイテク技
術を支える人材育成
などに資するため、技
術専門校の再編整備
は府にとって重要か
つ優先度が高い事業
である。 
 

[目的] 

中高年離職者の再就職支

援、若年ものづくり技能者

の養成、産業の振興を支え

る人材の育成、雇用労働者

のキャリア形成支援等、多

様化する職業能力開発ニー

ズに対応した職業訓練を推

進するため、高等職業技術

専門校の再編整備を行う。 

 

[内容] 

敷地面積 26,953.33㎡ 

延床面積約  10,000㎡ 

構造 

 本館棟 ＲＣ造３階 

 実習棟 ＲＣ造(一部Ｓ

造)１階 

 

[事業費] 

約４９.５億円 

＜想定内訳＞ 

土地購入費 13.5億円 

建築工事費 30.0億円 

機器整備費  6.0億円 

[完成予定年] 

平成18年2月 

○厳しい雇用状況 

 有効求人倍率     （倍） 

 H7 H14 

大阪 0.47 0.48 

全国 0.63 0.54 

 完全失業率      （％） 

 H7 H14 

大阪 4.0 7.7 

全国 3.2 5.4 

 

○産業構造の変化  （％） 

 S62 H9 

製造業 24.3 21.6 

ｻｰﾋﾞｽ業 21.4 25.4 

 

○応募倍率の推移  （倍） 

 H5 H14 

全体 1.98 3.09 

短期訓練 2.06 4.68 

 

［地元等の協力体制］ 

近畿職業能力開発大学校 

 大阪府内の職業訓練体系の一

施設であり、連携が図られて

いるが、今後、より充実・強

化させる。 

関係業界団体等 

 職場実習の受入や就職先の確

保等について連携。 

和泉市  

 友好的(地域の活性化)。 

 地元ハイテク企業とは技術交

流等の連携を図る。 

堺市・松原市 

 了解を得ている（特に反対は

ない）。 

[安全・安心]  
○エンプロイアビリティ(雇用能
力)の向上 

○技能習得・資格取得により関連
職種への就職 

○障害者、高齢者に配慮した施設
づくり 

 
［活力］ 
○南大阪地域をハイテク拠点とす
る産業クラスタ構想を踏まえた
高度な職業訓練を展開し、産業
の振興を支える人材を育成す
る。 

○在職者に対する職業能力開発の
充実・拡大を図るため、人材開
発センターの併設に加え、職業
評価(技能検定)制度の支援・拡
大を図り、労働者の地位の向上
に努める。 

○就職支援機能や相談機能を充実
させ、中高年離職者の再就職を
容易にする。 

 
［快適性］ 
○即戦力として活躍 
○外部の非常勤講師を招聘 
○指導員研修の充実 
○施設のアメニティ 
 
［その他］ 
○テクノステージ和泉での事業展
開により、府立産業技術総合研
究所や近畿職業能力開発大学校
との連携を深め、訓練の高度化
を図る。また、産業団地の中に
立地することにより、ﾊｲﾃｸ企業
との技術交流、企業ニーズの迅
速な把握が可能となり、産業振
興を支える人材育成が可能 

○人材開発センター等、関連施設
等の活用により、企業や事業主
団体等の職業能力開発ニーズに
応えることができる。 

○土地売却によって財源を確保
し、財政負担を抑制する。 

○緑化の推進 

敷地の道路に面

する部分は、道路

境界から３ｍ、区

画道路境界から

２ｍの範囲につ

いては、概ね１０

㎡当たり１本以

上の高木を植栽

し、中低木につい

ては、適度な密度

で植栽を行い、緑

被率３０％以上

を確保するよう

植栽計画を行う。

 

 

下 期 分 
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      （２／９） 

代替案との 

比 較 検 討 
委員会における主な審議内容 評価 

○既存施設改修案 

昭和５６年建築基準法施行

令が改正され、耐震基準が大

幅に改正された。松原校・堺

校ともに用途地域の関係で既

存不適格であるため、既存施

設の改修は、同一用途・機能

に限り可能であるが、ＲＣ造

の場合は、柱・梁の補強、Ｓ

造の場合は鉄骨の補強が必要

となる。今回の再編整備では、

多様化するニーズに対応した

施設とするため、設置科目の

変更を伴い、諸室の形状・用

途・面積等が異なることに加

え、騒音や振動、原動機の出

力についての規制を受けるた

め、改修は不可能である。 

 

○現地建て替え案 

 松原校・堺校ともに用途地

域の関係で既存不適格であ

る。 

 

松原校：第１種中高層住居専

用地域 

堺 校：第１種住居地域 

 
（再編整備の全体構想及び構想の中における本事業の位置付けについて） 
・本事業は、府の高等職業技術専門校全体を７校から５校に再編し、時代のニーズに即
した技術訓練校に再編整備していく構想の一環であることを確認した。 

・南大阪校（仮称）は、２校（堺校・松原校）を１校に統合したうえハイテク拠点とい
う立地特性を活かした訓練内容（通信・環境・整備）に再編し、近隣施設と連携しな
がら訓練の高度化などを図っていく予定であることを確認した。 

・また、本事業予定地は、産業団地であるテクノステージ和泉内にあり、近隣の府立産
業技術総合研究所や近畿職業能力開発大学校との連携を深め、訓練の高度化を図ると
ともに、ハイテク企業との技術交流、企業ニーズの迅速な把握が可能となり、産業振
興を支える人材育成が期待されることを理解した。 

 
（再編後の定員・訓練科目について） 
 松原校240名、堺校100名計340名の定員を再編後360名とする予定である。 
訓練科目については、整備・環境・通信の３分野で、ニーズの高い科目に設定すべく、

業界団体や企業等の意見を聞き、現在８科目を予定している。 
また、東大阪校はものづくり、夕陽丘校は事務や在職者訓練、芦原校は中高年や短期

間の訓練、北大阪校（仮称）はライフサイエンス関連といったように職業技術専門校全
体の再編のなかで訓練科目を見直していく予定であることを確認した。 
なお、職業技術専門校の訓練科目は民間専門学校とも協議調整のうえ設置し、就職困

難な年齢層や障害者などの訓練を積極的に行うなど、民間の専門学校とは一定の役割分
担がなされていることを確認した。 
 
（現地建替えについて） 
 建築基準法の用途地域が、堺校は第1種住居地域、松原校は第1種中高層住居専用地
域であり、ともに用途地域の関係で既存不適格であり、現地建替えができないことを確
認した。 
 
（開発プロジェクトの進捗状況について） 
 施設立地予定の「テクノステージ和泉」は、区画が129あり、そのうち現在までに74
区画(約 57％)が契約済みで、他 10 区画程度に企業の引き合いが来ている状況であるこ
とを確認した。 
 
（交通アクセスの確保等、実効性確保のための取り組みについて） 
・再編後の需要や応募の見通し、社会的弱者に対する配慮（訓練手当、交通費、バリア

フリー化等）など、事業の実効性を担保できるような取組みの検討を行っていること
を確認した。 

・再編整備後の南大阪校（仮称）の最寄駅は泉北高速鉄道の和泉中央駅であり、そこか
らバスで15分程度かかる見込みである。 

・なお、当該施設の実効性を確保するためには、路線バスの増便など公共交通アクセス
機能の向上が必要ではないかとの意見があった｡ 

 
 
 

 

事 業 実 施

 

（別表１）
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事前評価審議対象事業一覧表（９事業）  

事業名 
（所在地） 

上位計画・ 
優先度 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る 
社会経済情勢 

事業効果の定性的分析 

自然環境等への

影響と対策 

③（府営住宅建替事業） 

瓜破西 
（大阪市平野区） 

Ｂ／Ｃ＝１．６１ 

 

便益総額 

 Ｂ＝458.6億円 

総費用 

 Ｃ＝284.5億円 

[上位計画] 

○大阪府住宅まちづく

りマスタープラン 

○第８期大阪府住宅五

か年計画 

○大阪府府営住宅スト

ック総合活用計画 

○大阪府住宅・住宅地

供給計画（重点供給

地域の指定） 

 

[優先度] 

大阪府住宅まちづく

りマスタープランにお

いては、「府内での定住

を促す住宅・宅地の供

給を図るため、府営住

宅については、土地を

有効活用し高度利用を

図りつつ、老朽化の著

しい住宅等から順次建

替を進める」ことや、

大阪府府営住宅ストッ

ク総合活用計画におい

ては、「老朽化が著しく

居住水準の低い、昭和

20･30 年代建設の中層

耐火住宅の建替着手す

る」ことなどを位置づ

けている。 

[目的] 

昭和 34～36 年度に建設

された瓜破西住宅は、老

朽化が著しく、居住水準

が悪化していることか

ら、建替事業を実施す

る。これにより、住宅の

バリアフリー化など居

住水準の向上を図ると

ともに、道路やオープン

スペース等を確保し良

好な住環境を整備する。 

 

[内容] 

敷地面積：10.35ha 

戸数：1,504戸 

構造：RC造6～14F 

住戸面積：約42 ㎡

～72㎡ 

住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 

 

[事業費] 

総事業費：276億円 

 

[完成予定年] 
平成33年度 

[居住水準の向上] 

本住宅は、屋外のバリ

アフリー化は出来て

いるが、約84％の住戸

内のバリアフリー化

ができていない。ま

た、全ての住棟におい

て、EVが設置されてお

らず、階段による昇降

のため、高齢化対応が

できていない。現在約

51％が 65 歳以上の高

齢者を含む世帯であ

り、今後一層の高齢化

の進展が予想される

ため、早急な対応が必

要となっている。 

また、本住宅は、昭和

34年度に建設され、設

備等の老朽化が著し

い。 

 

[コスト縮減] 

府営住宅建設事業と

して平成８年度比で

約 13％の建設コスト

の縮減を行っており

（物価下落を含める

と約 20％の減）、また

大阪府としても財政

緊迫の状況下である

ことから、今後も継続

してコスト縮減に努

める。 

 

[地元等の協力体制] 

建替えについて、第１期

の入居者からの同意を概

ね得ている。 

[安全・安心] 
・住宅の供給 
 適正な水準の規模・設備
を備えた住宅を低廉な
家賃で供給し、住宅に困
窮する世帯の解消を図
る。 

・事故防止 
 住戸内事故等の防止に
配慮された室内の段差
解消などのバリアフリ
ー化により、安心できる
生活の場を提供する。 

・防災 
 住宅を建替え、より住宅
の耐震性の向上を図る。
また、よりオープンスペ
ースを確保し、地域全体
の防災性の向上に寄与
する。 

 
[活力] 
・コミュニティの活性化 
 児童や保護者の交流の
場となる集会所や周辺
に開放した児童遊園の
整備により、周辺地域を
含めたコミュニティの
活性化に寄与する。 

 
[快適性] 
・住環境の形成 
 児童遊園の整備や団地
内緑化・景観への配慮等
により快適で良好な住
環境の形成を図る。 

 

[動植物の生態

系への影響] 

既成市街地にお

ける住宅の建替

事業であること

から、動植物の

生態系への影響

などは特に考え

られない。 

 

[緑化の推進] 

建替事業区域に

ついては、緑被

率30％以上を確

保するよう植栽

計画を行う。 

 

[産業廃棄物の

リサイクル] 

従前住宅の撤去

工事に伴う廃棄

物については、

「建設リサイク

ル法」に基づき、

建設資材として

リサイクルが可

能なものについ

て再資源化に努

める。 

また、新築工事

においては再生

材の利用に努め

ていくものとす

る。 

 

 

下 期 分 
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（３／９） 

代替案と 
の比較 

委員会における主な審議内容 評価 

[改善等] 
現在の標準仕様で

ある「あいあい住

宅」相当となるよ

う、住戸内のバリ

アフリー化や EV
増築などの改善事

業を実施したとし

ても、全ての共用

部分のバリアフリ

ー化はできない上

に、躯体の耐用年

数は延びず、また、

当時の建築計画で

は設備改修が考慮

されていないこと

から、効率的な修

繕ができないた

め、改善等による

方法は効果的、効

率的でない。 
 
[他団地への集約建替] 
同一生活圏内での

他の府営住宅で、

建替え時期の整合

の取れるものや本

団地を集約できる

程度の規模を持つ

ものが存在しない

ため、他団地への

集約建替は困難で

ある。 

（本住宅の位置づけ） 
 大阪府住宅五カ年計画における計画供給量の範囲内であり、老朽化の著しい中層耐火住宅として、大阪
府府営住宅ストック総合活用計画における事業優先順位が高いことを確認した。 
 
（居住者の合意について） 
 本委員会の審議を経ることから、条件付きの計画としており、変更もありうるとしているが、建替え後
の住戸面積や家賃等の条件については、概ね合意していることを確認した。 
 
（費用便益の算定について） 
国土交通省のマニュアルにしたがって算出していることは確認した。 
ただし、府営住宅の建替えについての費用便益の算定にあたっては、総費用（C）に土地取得費は含ま

ず、便益（B）は民間の市場家賃相場をもとに土地コスト分も含んで算出しているので、総便益と総費用
との間でバランスを欠いているとの意見があった。 
 
（バリアフリー化について） 
府営住宅ストック総合活用計画では、平成22年度までに全体の40％（現在約20％）をバリアフリー化

する計画で進めており、既存住宅の改善事業については、低層階のバリアフリー化を、また、建替え事業
については、将来の高齢化を見据えて全戸バリアフリー化を実施していく予定であることを確認した。 
 
（高額所得者等に対する対応について） 
 入居要件に適合しない高額所得者の住居の明渡しについては、明渡しに至るまでに勧告、明渡請求、契
約解除 損害金請求などの手続きを経て、なお明け渡さない場合には、調停や訴訟といった司法手続きを
踏むなど適切な入居管理に努めていることを確認した。 
 また、承認している者以外の者が入居し、あるいは、他人に当該住宅を又貸しする等の不適正な使用が
確認された場合の不適正入居者に対しては、所管の住宅管理事務所において、当該不適正使用を是正する
よう厳しい指導を行うとともに、この指導に従わない悪質な場合には、住宅明渡訴訟を提起していること
を確認した。 
 
（空き家の募集について） 
 空き家の募集については、総合募集という形で年２回行っている。なお、募集にあたっては、数ヶ月先
の空き家発生も見越して募集しており、また、新築の場合については、補欠者を設けるなど、可能な限り
空き家が生じないよう工夫を行っていることを確認した。 
 
（公営住宅相互間の計画の調整について） 
・大阪府域全体として公営住宅の必要数について試算していることは確認した。 
・公営住宅などの供給計画である住宅建設五箇年計画については、住宅建設計画法に基づき策定されてお
り、計画の策定にあたっては、国が、都道府県で推計した公営住宅など公的住宅の必要戸数を積み上げ、
都道府県と協議調整の上、国全体の計画として「住宅建設五箇年計画」、近畿地方など地方ブロック単
位計画として「地方住宅建設五箇年計画」を策定・公表している。 
府はこれらの計画に即して、大阪市をはじめ市町村と協議調整のうえ、府全域を対象に公的住宅の供給
戸数等を示した「大阪府住宅五ヵ年計画」を策定しており、府は広域的な対応、市町村は地域的な対応
といった基本的な考え方に基づき住宅政策の役割分担していることを確認した。 

・また、府は生活困窮者へのセーフティネットとして、まちづくり、福祉施策等市町村と連携し、既存ス
トックを有効に活用しながら府営住宅の供給を行っていく予定であることを確認した。 

 
（社会情勢の変化に伴う当初計画の見直しについて） 
 完成まで長期間を要する事業の場合、家族構成やライフスタイルの変化など社会情勢の変化に即して、
計画を柔軟に変更していく仕組みづくりが必要ではないか。 
 
（自然環境やコミュニティについて） 
 現在の計画は、物理的な資本が重視され、自然環境やコミュニティといったものに対する考え方が少な
い。これらがなくなれば、資本そのものが劣化していくことにもつながることから、今後、こうした自然
環境やコミュニティも社会ストックであるという考え方を計画段階での重要な視点として組み込んでい
く必要がある。 
 
（公営住宅の供給手法について） 
・住宅の全体的な量的供給か充たされつつある中で、これからの公営住宅については、一地区に大量に供
給する形態からもう少し分散した形での供給や立地環境を考慮した供給なども検討すべきではないか。

 

事業実施 

 

（別表１） 
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事前評価審議対象事業一覧表（９事業）  （４／９） 

事業名 
（所在地） 

上位計画 
・優先度 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 自然環境等への影響と対策 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る社会 
経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 代替案との比較検討 

評
価 

④（府営住宅建替事業）

豊新 

（東淀川区） 

Ｂ／Ｃ＝１．５５ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ ３４．１億円 

総費用 

 Ｃ＝ ２２．０億円 

 

 
[動植物の生態系への影響]
既成市街地における
住宅の建替事業であ
ることから、動植物の
生態系への影響など
は特に考えられない。
 
[緑化の推進] 
建替事業区域につい
ては、緑被率 30％以
上を確保するよう植
栽計画を行う。 
 
[産業廃棄物のリサイクル]
従前住宅の撤去工事
に伴う廃棄物につい
ては、「建設リサイク
ル法」に基づき、建設
資材としてリサイク
ルが可能なものにつ
いて再資源化に努め
る。また、新築工事に
おいては再生材の利
用に努めていくもの
とする。 
 

[上位計画] 
○大阪府住宅ま
ちづくりマス
タープラン 

○第８期大阪府
住宅五か年計
画 

○大阪府府営住
宅ストック総
合活用計画 

○大阪府住宅・
住宅地供給計
画（重点供給
地域の指定） 

 
[優先度] 
大阪府住宅まち

づくりマスター

プランにおいて

は、「府内での

定住を促す住

宅・宅地の供給

を図るため、府

営住宅について

は、土地を有効

活用し高度利用

を図りつつ、老

朽化の著しい住

宅等から順次建

替を進める」こ

とや、大阪府府

営住宅ストック

総合活用計画に

おいては、「老

朽化が著しく居

住水準の低い、

昭和 20･30 年代

建設の中層耐火

住宅の建替着手

する」ことなど

を位置づけてい

る。 

 

[目的] 

昭和２９年度

に建設された豊

新住宅は、老朽化

が著しく、住環境

が悪化している

ことから建替事

業を実施する。こ

れにより、居住水

準の向上を図り、

住宅のバリアフ

リー化を進める

とともに、道路や

オープンスペー

ス等を確保し良

好な住環境を整

備する。 

 

[内容] 

敷地面積：0.83ha 

戸  数：128 戸 

構  造：RC 造 7F 

住戸面積：約 42 ㎡

～72 ㎡ 

住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 

 

[事業費] 

総事業費 

 約２３億円 

 

 
[完成予定年] 

平成 18 年度 

 

[居住水準の向上]
本住宅は、屋外

のバリアフリー
化は出来ている
が、住戸内のバリ
アフリー化がで
きていない。ま
た、全ての住棟に
おいて、EV が設
置されておらず、
階段による昇降
のため、高齢化対
応ができていな
い。現在、約 41％
が 65 歳以上の高
齢者を含む世帯
であり、今後一層
の高齢化の進展
が予想されるた
め、早急な対応が
必要となってい
る。 
また本住宅は、

昭和 29 年度に建
設され、設備等の
老朽化が著しく、
一部の住戸に浴
室がなく、最低居
住水準を満たし
ていない。 
 

[コスト縮減] 
府営住宅建設

事業として平成
８ 年 度 比 で 約
13％の建設コス
トの縮減を行っ
ており（物価下落
を 含 め る と 約
20％の減）、また
大阪府としても
財政緊迫の状況
下であることか
ら、今後も継続し
てコスト縮減に
努める。 
 

[地元等の協力体制]

建替えについて

は自治会の同意

を得ている。 

 
[安全・安心] 
・住宅の供給 

適正な水準の規模・設
備を備えた住宅を低廉
な家賃で供給し、住宅
に困窮する世帯を解消
する。 
・事故防止 

住戸内事故等の防止
を促進し、室内の段差
解消などバリアフリー
化された住宅での住戸
内事故等に配慮した安
心した生活の場を提供
する。 
・防災 

住宅を建替え、より住
宅の耐震性の向上を図
る。また、よりオープ
ンスペースを確保し、
地域全体の防災性の向
上に寄与する。 
 

[活力] 
・コミュニティーの活性化

児童や保護者の交流
の場となる集会所や周
辺に開放した児童遊園
の整備により、周辺地
域を含めたコミュニテ
ィーの活性化に寄与す
る。 
 

[快適性] 
・住環境の形成 

児童遊園の整備や団
地内緑化・景観への配
慮等により快適で良好
な住環境の形成を図
る。 
 

 
現在の標準仕様であ
る「あいあい住宅」相
当となるよう、住戸内
のバリアフリー化や
EV 増築などの改善事
業を実施したとして
も、全ての共用部分の
バリアフリー化はで
きない上に、躯体の耐
用年数は延びず、ま
た、当時の建築計画で
は設備改修が考慮さ
れていないことから、
効率的な修繕ができ
ないため、改善等によ
る方法は効果的、効率
的でない。 
 また、道路やオープ
ンスペースの整備に
より、まちづくり等へ
の貢献が可能となる
建替えに比べ、効果が
低い。 
 同一生活圏内での
他の府営住宅で、建替
え時期の整合の取れ
るものや本団地を集
約できる程度の規模
を持つものが存在し
ないため、他団地への
集約建替は困難であ
る。 

事
業
実
施 

 

下 期 分 
（別表１） 
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事前評価審議対象事業一覧表（９事業）  （５／９） 

事業名 
（所在地） 

上位計画 
・優先度 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 自然環境等への影響と対策 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る社会 
経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 代替案との比較検討 

評
価 

⑤（府営住宅建替事業）

長居西 

（住吉区） 

Ｂ／Ｃ＝１．３７ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ ７７．８億円 

総費用 

 Ｃ＝ ５６．８億円 

 

[動植物の生態系への影響]
既成市街地における
住宅の建替事業であ
ることから、動植物の
生態系への影響など
は特に考えられない。
 
[緑化の推進] 
建替事業区域につい
ては、緑被率 30％以
上を確保するよう植
栽計画を行う。 
 
[産業廃棄物のリサイクル]
従前住宅の撤去工事
に伴う廃棄物につい
ては、「建設リサイク
ル法」に基づき、建設
資材としてリサイク
ルが可能なものにつ
いて再資源化に努め
る。また、新築工事に
おいては再生材の利
用に努めていくもの
とする。 
 

[上位計画] 
○大阪府住宅まち
づくりマスター
プラン 

○第８期大阪府住
宅五か年計画 

○大阪府府営住宅
ストック総合活
用計画 

○大阪府住宅・住
宅地供給計画
（重点供給地域
の指定） 

 
[優先度] 
大阪府住宅まちづ

くりマスタープラ

ン に お い て は 、

「府内での定住を

促す住宅・宅地の

供給を図るため、

府営住宅について

は、土地を有効活

用し高度利用を図

りつつ、老朽化の

著しい住宅等から

順次建替を進め

る」ことや、大阪

府府営住宅ストッ

ク総合活用計画に

おいては、「老朽

化が著しく居住水

準の低い、昭和

20･30 年代建設の

中層耐火住宅の建

替着手する」こと

などを位置づけて

いる。 

 

[目的] 

昭和 27～30 年

度に建設された

長居西住宅は、老

朽化が著しく、住

環境が悪化して

いることから建

替事業を実施す

る。これにより、

居住水準の向上

を図り、住宅のバ

リアフリー化を

進めるとともに、

道路やオープン

スペース等を確

保し良好な住環

境を整備する。 

 

[内容] 

敷地面積：2.1ha 

戸  数：338 戸 

構  造：RC 造 

7～8F 

住戸面積：約 42 ㎡

～72 ㎡ 

住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 

 

[事業費] 

総事業費 

 約 58 億円 

 

 

[完成予定年] 

平成 26 年度 

[居住水準の向上]
本住宅は、屋外

のバリアフリー
化は出来ている
が、住戸内のバリ
アフリー化がで
きていない。ま
た、全ての住棟に
おいて、EV が設
置されておらず、
階段による昇降
のため、高齢化対
応ができていな
い。現在、約 54％
が 65 歳以上の高
齢者を含む世帯
であり、今後一層
の高齢化の進展
が予想されるた
め、早急な対応が
必要となってい
る。 
また本住宅は、

昭和 27～30 年度
に建設され、設備
等の老朽化が著
しく、半数以上の
住戸に浴室が設
けられておらず、
最低居住水準を
満たしていない。
 

[コスト縮減] 
府営住宅建設

事業として平成
８ 年 度 比 で 約
13％の建設コス
トの縮減を行っ
ており（物価下落
を 含 め る と 約
20％の減）、また
大阪府としても
財政緊迫の状況
下であることか
ら、今後も継続し
てコスト縮減に
努める。 
 

[地元等の協力体制]
建替えについて
は自治会の同意
を得ている。 

[安全・安心] 
・住宅の供給 

適正な水準の規模・設
備を備えた住宅を低廉
な家賃で供給し、住宅
に困窮する世帯を解消
する。 
・事故防止 

住戸内事故等の防止
を促進し、室内の段差
解消などバリアフリー
化された住宅での住戸
内事故等に配慮した安
心した生活の場を提供
する。 
・防災 

住宅を建替え、より住
宅の耐震性の向上を図
る。また、よりオープ
ンスペースを確保し、
地域全体の防災性の向
上に寄与する。 
 

[活力] 
・コミュニティーの活性化

児童や保護者の交流
の場となる集会所や周
辺に開放した児童遊園
の整備により、周辺地
域を含めたコミュニテ
ィーの活性化に寄与す
る。 
 

[快適性] 
・住環境の形成 

児童遊園の整備や団
地内緑化・景観への配
慮等により快適で良好
な住環境の形成を図
る。 
 

 
現在の標準仕様で

ある「あいあい住宅」
相当となるよう、住戸
内のバリアフリー化
や EV 増築などの改善
事業を実施したとし
ても、全ての共用部分
のバリアフリー化は
できない上に、躯体の
耐用年数は延びず、ま
た、当時の建築計画で
は設備改修が考慮さ
れていないことから、
効率的な修繕ができ
ないため、改善等によ
る方法は効果的、効率
的でない。 
また、道路やオープ

ンスペースの整備に
より、まちづくり等へ
の貢献が可能となる
建替えに比べ、効果が
低い。 
 同一生活圏内での
他の府営住宅で、建替
え時期の整合の取れ
るものや本団地を集
約できる程度の規模
を持つものが存在し
ないため、他団地への
集約建替は困難であ
る。 

事
業
実
施 

 

下 期 分 
（別表１） 
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事前評価審議対象事業一覧表（９事業）   （６／９） 

事業名 
（所在地） 

上位計画 
・優先度 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 自然環境等への影響と対策 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る社会 
経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 代替案との比較検討 

評
価 

⑥（府営住宅建替事業）

公園南矢田 

（住吉区） 

Ｂ／Ｃ＝１．３７ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ ７７．８億円 

総費用 

 Ｃ＝ ５６．８億円 

 

[動植物の生態系への影響]
既成市街地における
住宅の建替事業であ
ることから、動植物の
生態系への影響など
は特に考えられない。
 
[緑化の推進] 
建替事業区域につい
ては、緑被率 30％以
上を確保するよう植
栽計画を行う。 
 
[産業廃棄物のリサイクル]
従前住宅の撤去工事
に伴う廃棄物につい
ては、「建設リサイク
ル法」に基づき、建設
資材としてリサイク
ルが可能なものにつ
いて再資源化に努め
る。また、新築工事に
おいては再生材の利
用に努めていくもの
とする。 
 

[上位計画] 
○大阪府住宅ま
ちづくりマス
タープラン 

○第８期大阪府
住宅五か年計
画 

○大阪府府営住
宅ストック総
合活用計画 

○大阪府住宅・住
宅地供給計画
（重点供給地
域の指定） 

 
[優先度] 
大阪府住宅まち
づくりマスター
プランにおいて
は、「府内での
定住を促す住
宅・宅地の供給
を図るため、府
営住宅について
は、土地を有効
活用し高度利用
を図りつつ、老
朽化の著しい住
宅等から順次建
替を進める」こ
とや、大阪府府
営住宅ストック
総合活用計画に
おいては、「老
朽化が著しく居
住水準の低い、
昭和 20･30 年代
建設の中層耐火
住宅の建替着手
する」ことなど
を位置づけてい
る。 

[目的] 

昭和 31～34 年

度に建設された

公園南矢田住宅

は、老朽化が著し

く、住環境が悪化

していることか

ら建替事業を実

施する。これによ

り、居住水準の向

上を図り、住宅の

バリアフリー化

を進めるととも

に、道路やオープ

ンスペース等を

確保し良好な住

環境を整備する。 

 

[内容] 

敷地面積:5.69ha 

（建替対象3.54ha） 

戸  数：960 戸 

（建替対象 680 戸） 

構  造：RC 造 

7～14F 

住戸面積：約 42 ㎡

～72 ㎡ 

住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 

 

[事業費] 

総事業費 

 約 121 億円 

 

 

 

 

 

 

[完成予定年] 

平成 34 年度 

[居住水準の向上]
本住宅は、屋外

のバリアフリー
化は出来ている
が、約 99％の住戸
内のバリアフリ
ー化ができてい
ない。また、全て
の住棟において、
EV が設置されて
おらず、階段によ
る昇降のため、高
齢化対応ができ
ていない。現在、
約 50％が 65 歳以
上の高齢者を含
む世帯であり、今
後一層の高齢化
の進展が予想さ
れるため、早急な
対応が必要とな
っている。 
また本住宅は、

昭和 31～34 年度
に建設され、設備
等の老朽化が著
しく、約 40％の住
戸において、浴室
が設けられてお
らず、最低居住水
準を満たしてい
ない。 
 

[コスト縮減] 
府営住宅建設事

業として平成８
年度比で約 13％
の建設コストの
縮減を行ってお
り（物価下落を含
めると約 20％の
減）、また大阪府
としても財政緊
迫の状況下であ
ることから、今後
も継続してコス
ト縮減に努める。
 

[地元等の協力体制]
建替えについて

は自治会の同意
を得ている。 

[安全・安心] 
・住宅の供給 

適正な水準の規模・設
備を備えた住宅を低廉
な家賃で供給し、住宅
に困窮する世帯を解消
する。 
・事故防止 

住戸内事故等の防止
を促進し、室内の段差
解消などバリアフリー
化された住宅での住戸
内事故等に配慮した安
心した生活の場を提供
する。 
・防災 

住宅を建替え、より住
宅の耐震性の向上を図
る。また、よりオープ
ンスペースを確保し、
地域全体の防災性の向
上に寄与する。 
 

[活力] 
・コミュニティーの活性
化 

児童や保護者の交流
の場となる集会所や周
辺に開放した児童遊園
の整備により、周辺地
域を含めたコミュニテ
ィーの活性化に寄与す
る。 
 

[快適性] 
・住環境の形成 

児童遊園の整備や団
地内緑化・景観への配
慮等により快適で良好
な住環境の形成を図
る。 
 

 
現在の標準仕様で

ある「あいあい住宅」
相当となるよう、住戸
内のバリアフリー化
や EV 増築などの改善
事業を実施したとし
ても、全ての共用部分
のバリアフリー化は
できない上に、躯体の
耐用年数は延びず、ま
た、当時の建築計画で
は設備改修が考慮さ
れていないことから、
効率的な修繕ができ
ないため、改善等によ
る方法は効果的、効率
的でない。 
また、道路やオープ

ンスペースの整備に
より、まちづくり等へ
の貢献が可能となる
建替えに比べ、効果が
低い。 
 同一生活圏内での
他の府営住宅で、建替
え時期の整合の取れ
るものや本団地を集
約できる程度の規模
を持つものが存在し
ないため、他団地への
集約建替は困難であ
る。 

事
業
実
施 

 

下 期 分 
（別表１） 
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      事前評価審議対象事業一覧表（９事業）  （７／９） 

事業名 
（所在地） 

上位計画 
・優先度 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 自然環境等への影響と対策 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る社会 
経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 代替案との比較検討 

評
価 

⑦（府営住宅建替事業）

八尾植松 

（八尾市） 

Ｂ／Ｃ＝１．３７ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ ７７．８億円 

総費用 

 Ｃ＝ ５６．８億円 

 

[動植物の生態系への影響]
既成市街地における
住宅の建替事業であ
ることから、動植物の
生態系への影響など
は特に考えられない。
 
[緑化の推進] 
建替事業区域につい
ては、緑被率 30％以
上を確保するよう植
栽計画を行う。 
 
[産業廃棄物のリサイクル]
従前住宅の撤去工事
に伴う廃棄物につい
ては、「建設リサイク
ル法」に基づき、建設
資材としてリサイク
ルが可能なものにつ
いて再資源化に努め
る。また、新築工事に
おいては再生材の利
用に努めていくもの
とする。 
 

[上位計画] 
○大阪府住宅ま
ちづくりマス
タープラン 

○第８期大阪府
住宅五か年計
画 

○大阪府府営住
宅ストック総
合活用計画 

 
[優先度] 
大阪府住宅まち
づくりマスター
プランにおいて
は、「府内での
定住を促す住
宅・宅地の供給
を図るため、府
営住宅について
は、土地を有効
活用し高度利用
を図りつつ、老
朽化の著しい住
宅等から順次建
替を進める」こ
とや、大阪府府
営住宅ストック
総合活用計画に
おいては、「老
朽化が著しく居
住水準の低い、
昭和 20･30 年代
建設の中層耐火
住宅の建替着手
する」ことなど
を位置づけてい
る。 

[目的] 

昭和 29～33 年

度に建設された

八尾植松住宅は、

老朽化が著しく、

住環境が悪化し

ていることから

建替事業を実施

する。これによ

り、居住水準の向

上を図り、住宅の

バリアフリー化

を進めるととも

に、道路やオープ

ンスペース等を

確保し良好な住

環境を整備する。 

 

[内容] 

敷地面積 1.2ha 

戸  数：176 戸 

構  造：RC 造 

7～12F 

住戸面積：約 42 ㎡

～72 ㎡ 

住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 

 

[事業費] 

総事業費 

 約 31 億円 

 

 

 

 

 

 
[完成予定年] 
平成 27 年度 

[居住水準の向上]
本住宅は、屋外

のバリアフリー
化は出来ている
が、住戸内のバリ
アフリー化がで
きていない。ま
た、EV が設置さ
れておらず、階段
による昇降のた
め、高齢化対応が
できていない。現
在、約 60％が 65
歳以上の高齢者
を含む世帯であ
り、今後一層の高
齢化の進展が予
想されるため、早
急な対応が必要
となっている。 
また本住宅は、

昭和 29～33 年度
に建設され、設備
等の老朽化が著
しく、設備面で
は、約 87％の住
戸において、浴室
が設けられてお
らず、最低居住水
準を満たしてい
ない。 
 

[コスト縮減] 
府営住宅建設

事業として平成
８ 年 度 比 で 約
13％の建設コス
トの縮減を行っ
ており（物価下落
を 含 め る と 約
20％の減）、また
大阪府としても
財政緊迫の状況
下であることか
ら、今後も継続し
てコスト縮減に
努める。 
 

[地元等の協力体制]
建替えについ

ては入居者の同
意を得ている。 

[安全・安心] 
・住宅の供給 

適正な水準の規模・設
備を備えた住宅を低廉
な家賃で供給し、住宅
に困窮する世帯を解消
する。 
・事故防止 

住戸内事故等の防止
を促進し、室内の段差
解消などバリアフリー
化された住宅での住戸
内事故等に配慮した安
心した生活の場を提供
する。 
・防災 

住宅を建替え、より住
宅の耐震性の向上を図
る。また、よりオープ
ンスペースを確保し、
地域全体の防災性の向
上に寄与する。 
 

[活力] 
・コミュニティの活性化

児童や保護者の交流
の場となる集会所や周
辺に開放した児童遊園
の整備により、周辺地
域を含めたコミュニテ
ィの活性化に寄与す
る。 
 

[快適性] 
・住環境の形成 

児童遊園の整備や団
地内緑化・景観への配
慮等により快適で良好
な住環境の形成を図
る。 
 

 
現在の標準仕様で

ある「あいあい住宅」
相当となるよう、住戸
内のバリアフリー化
や EV 増築などの改善
事業を実施したとし
ても、全ての共用部分
のバリアフリー化は
できない上に、躯体の
耐用年数は延びず、ま
た、当時の建築計画で
は設備改修が考慮さ
れていないことから、
効率的な修繕ができ
ないため、改善等によ
る方法は効果的、効率
的でない。 
また、道路やオープ

ンスペースの整備に
より、まちづくり等へ
の貢献が可能となる
建替えに比べ、効果が
低い。 
 同一生活圏内での
他の府営住宅で、建替
え時期の整合の取れ
るものや本団地を集
約できる程度の規模
を持つものが存在し
ないため、他団地への
集約建替は困難であ
る。 

事
業
実
施 

 

下 期 分 
（別表１） 
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     事前評価審議対象事業一覧表（９事業）   （８／９） 

事業名 
（所在地） 

上位計画 
・優先度 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 自然環境等への影響と対策 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る社会 
経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 代替案との比較検討 

評
価 

⑧（府営住宅建替事業）

堺南長尾 

（堺市） 

Ｂ／Ｃ＝１．３７ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ ７７．８億円 

総費用 

 Ｃ＝ ５６．８億円 

 

[動植物の生態系への
影響] 
既成市街地における
住宅の建替事業であ
ることから、動植物の
生態系への影響など
は特に考えられない。
 
[緑化の推進] 
建替事業区域につい
ては、緑被率 30％以
上を確保するよう植
栽計画を行う。 
 
[産業廃棄物のリサイ
クル] 
従前住宅の撤去工事
に伴う廃棄物につい
ては、「建設リサイク
ル法」に基づき、建設
資材としてリサイク
ルが可能なものにつ
いて再資源化に努め
る。また、新築工事に
おいては再生材の利
用に努めていくもの
とする。 
 

[上位計画] 
○大阪府住宅ま
ちづくりマス
タープラン 

○第８期大阪府
住宅五か年計
画 

○大阪府府営住
宅ストック総
合活用計画 

 
[優先度] 
大阪府住宅まち
づくりマスター
プランにおいて
は、「府内での
定住を促す住
宅・宅地の供給
を図るため、府
営住宅について
は、土地を有効
活用し高度利用
を図りつつ、老
朽化の著しい住
宅等から順次建
替を進める」こ
とや、大阪府府
営住宅ストック
総合活用計画に
おいては、「老
朽化が著しく居
住水準の低い、
昭和 20･30 年代
建設の中層耐火
住宅の建替着手
する」ことなど
を位置づけてい
る。 

[目的] 

昭和 28～29 年

度に建設された

堺南長尾住宅は、

老朽化が著しく、

住環境が悪化し

ていることから

建替事業を実施

する。これによ

り、居住水準の向

上を図り、住宅の

バリアフリー化

を進めるととも

に、道路やオープ

ンスペース等を

確保し良好な住

環境を整備する。 

 

[内容] 

敷地面積 3.63ha 

戸  数：512 戸 

構  造：RC 造 

11～14F 

住戸面積：約 42 ㎡

～72 ㎡ 

住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 

 

[事業費] 

総事業費 

 約 97 億円 

 

 

 

 

 

 
[完成予定年] 
平成 31 年度 

[居住水準の向上]
本住宅は、屋外

のバリアフリー
化は出来ている
が、住戸内のバリ
アフリー化がで
きていない。ま
た、EV が設置さ
れておらず、階段
による昇降のた
め、高齢化対応が
できていない。現
在、約 63％が 65
歳以上の高齢者
を含む世帯であ
り、今後一層の高
齢化の進展が予
想されるため、早
急な対応が必要
となっている。 
また本住宅は、

昭和 28～29 年度
に建設され、設備
等の老朽化が著
しく全ての住戸
において、浴室が
設けられておら
ず、最低居住水準
を満たしていな
い。 
 

[コスト縮減] 
府営住宅建設

事業として平成
８ 年 度 比 で 約
13％の建設コス
トの縮減を行っ
ており（物価下落
を 含 め る と 約
20％の減）、また
大阪府としても
財政緊迫の状況
下であることか
ら、今後も継続し
てコスト縮減に
努める。 
 

[地元等の協力体制]
建替えについ

ては自治会の同
意を得ている。 

[安全・安心] 
・住宅の供給 

適正な水準の規模・設
備を備えた住宅を低廉
な家賃で供給し、住宅
に困窮する世帯を解消
する。 
・事故防止 

住戸内事故等の防止
を促進し、室内の段差
解消などバリアフリー
化された住宅での住戸
内事故等に配慮した安
心した生活の場を提供
する。 
・防災 

住宅を建替え、より住
宅の耐震性の向上を図
る。また、よりオープ
ンスペースを確保し、
地域全体の防災性の向
上に寄与する。 
 

[活力] 
・コミュニティの活性化

児童や保護者の交流
の場となる集会所や周
辺に開放した児童遊園
の整備により、周辺地
域を含めたコミュニテ
ィの活性化に寄与す
る。 
 

[快適性] 
・住環境の形成 

児童遊園の整備や団
地内緑化・景観への配
慮等により快適で良好
な住環境の形成を図
る。 
 

 
現在の標準仕様で

ある「あいあい住宅」
相当となるよう、住戸
内のバリアフリー化
や EV 増築などの改善
事業を実施したとし
ても、全ての共用部分
のバリアフリー化は
できない上に、躯体の
耐用年数は延びず、ま
た、当時の建築計画で
は設備改修が考慮さ
れていないことから、
効率的な修繕ができ
ないため、改善等によ
る方法は効果的、効率
的でない。 
また、道路やオープン
スペースの整備によ
り、まちづくり等への
貢献が可能となる建
替えに比べ、効果が低
い。 
同一生活圏内での他
の府営住宅で、建替え
時期の整合の取れる
ものや本団地を集約
できる程度の規模を
持つものが存在しな
いため、他団地への集
約建替は困難である。

事
業
実
施 

 

下 期 分 
（別表１） 
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       事前評価審議対象事業一覧表（９事業）   （９／９） 

自然環境等への影響と対策 事業名 
（所在地） 

上位計画 
・優先度 

事業効果の定量的分析

（費用便益比） 代替案との比較検討 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る社会 
経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 委員会における主な審議内容 

評
価 

⑨（府営住宅建替事業）

岸和田吉井第２ 

（岸和田市） 

Ｂ／Ｃ＝１．３８ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ ４０．２億円 

総費用 

 Ｃ＝ ２９．２億円 

 

[動植物の生態系への影響]
既成市街地の住宅での
建替事業であることか
ら、動植物の生態系への
影響などは特に考えら
れない。 
 
[緑化の推進] 
建替事業区域について
は、緑被率 30％以上を確
保するよう植栽計画を
行う。 
 
[産業廃棄物のリサイクル]
従前住宅の撤去工事に伴
う廃棄物については、
「建設リサイクル法」に
基づき、建設資材として
リサイクルが可能なもの
について再資源化に努め
る。また、新築工事にお
いては再生材の利用に努
めていくものとする。 

[上位計画] 
○大阪府住宅ま
ちづくりマス
タープラン 

○第８期大阪府
住宅五か年計
画 

○大阪府府営住
宅ストック総
合活用計画 

○大阪府住宅・
宅地供給計画
（重点供給地
域の指定） 

 
[優先度] 
大阪府住宅まち
づくりマスター
プランにおいて
は、「府内での
定住を促す住
宅・宅地の供給
を図るため、府
営住宅について
は、土地を有効
活用し高度利用
を図りつつ、老
朽化の著しい住
宅等から順次建
替を進める」こ
とや、大阪府府
営住宅ストック
総合活用計画に
おいては、「老
朽化が著しく居
住水準の低い、
昭和 20･30 年代
建設の中層耐火
住宅の建替着手
する」ことなど
を位置づけてい
る。 

現在の標準仕様である
「あいあい住宅」相当と
なるよう、住戸内のバリ
アフリー化や EV 増築な
どの改善事業を実施した
としても、全ての共用部
分のバリアフリー化はで
きない上に、躯体の耐用
年数は延びず、また、当
時の建築計画では設備改
修が考慮されていないこ
とから、効率的な修繕が
できないため、改善等に
よる方法は効果的、効率
的でない。 

また、道路やオープン
スペースの整備により、
まちづくり等への貢献が
可能となる建替えに比
べ、効果が低い。 
 久米田第３住宅は、用
途地域が第一種低層住居
専用地域であるため、現
在の戸数 88 戸を現地で
建替えることはできない
ことから現地建替はでき
ない。また、集約建替は
現地建替に比べ、工事期
間中の仮移転が発生せ
ず、民間借家借上げ費や
移転料が節約でき、事業
効率が良い。これにより、
引越しが 1 回で済み、入
居者の負担も少なくな
る。 

[目的] 
昭和 28～29 年

度に建設された
岸和田鉄筋住宅
と昭和 39 年度に
建設された久米
田第３住宅は老
朽化が著しく、住
環境が悪化して
いることから建
替事業を実施す
る。建替えにあた
り、岸和田鉄筋
は、仮移転などの
入居者の負担が
少なく効率的な
建替えを進める
ため現地での建
替えは行わず、ま
た、久米田第３住
宅は、第一種低層
住居専用地域等
の用途地域のた
め、現戸数の建設
が困難であるこ
とから、不足する
戸数を市内の岸
和田吉井第２住
宅に建設する。こ
れにより、居住環
境の向上を図り、
住宅のバリアフ
リー化を進める
とともに、道路や
オープンスペー
ス等を確保し良
好な住環境を整
備する。 
 

[内容] 
敷地面積 1.1ha 
戸  数：170 戸 
構  造：RC 造 

5～10F 
住戸面積：約 42 ㎡

～72 ㎡ 
住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 
 
[事業費] 

総事業費 
 約 29 億円 

 
[完成予定年] 
平成 18 年度 

[居住水準の向上] 
岸和田鉄筋住宅

は、全住戸バリアフ
リー化できていな
い。また、久米田第
３住宅は約83％の住
戸内においてバリア
フリー化ができてい
ない。また、両住宅
とも、EV が設置され
ておらず、階段によ
る昇降のため、高齢
化対応ができていな
い。現在約 52％が 65
歳以上の高齢者を含
む世帯であり、今後
一層の高齢化の進展
が予想されるため、
早急な対応が必要と
なっている。また、
岸和田鉄筋住宅は、
全ての世帯において
浴室が設けられてお
らず、最低居住水準
を満たしていない。
また、住戸面積は、
岸和田鉄筋住宅で、
約 37 ㎡で約 14％の
世帯が、久米田第３
住宅は、約 36 ㎡で約
23％の世帯が最低居
住水準を満たしてい
ない。 
 

[コスト縮減] 
府営住宅建設事業

として平成８年度比
で約13％の建設コス
トの縮減を行ってお
り（物価下落を含め
ると約 20％の減）、
また大阪府としても
財政緊迫の状況下で
あることから、今後
も継続してコスト縮
減に努める。 
 

[地元等の協力体制]
建替えについては

入居者の同意を得て
いる。 

[安全・安心] 
・住宅の供給 

適正な水準の規模・設
備を備えた住宅を低廉
な家賃で供給し、住宅
に困窮する世帯を解消
する。 
・事故防止 

住戸内事故等の防止
を促進し、室内の段差
解消などバリアフリー
化された住宅での住戸
内事故等に配慮した安
心した生活の場を提供
する。 
・防災 

住宅を建替え、より住
宅の耐震性の向上を図
る。また、よりオープ
ンスペースを確保し、
地域全体の防災性の向
上に寄与する。 
 

[活力] 
・コミュニティの活性化

児童や保護者の交流
の場となる集会所や周
辺に開放した児童遊園
の整備により、周辺地
域を含めたコミュニテ
ィの活性化に寄与す
る。 
 

[快適性] 
・住環境の形成 

児童遊園の整備や団
地内緑化・景観への配
慮等により快適で良好
な住環境の形成を図
る。 
 

（移転建替えに伴うコ
ミュニティへの配慮） 
移転による建替えは、既
存のコミュニティの形
態が変わってしまうこ
とから、建替えについて
の住民の合意形成にあ
たってはこうした点に
も十分配慮する必要が
ある。 

事
業
実
施 

 

（別表１） 
下 期 分 
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         再評価審議対象事業一覧表（２事業）      （１／２） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 
委員会における 
主な審議内容 

評
価 

①（水質保全対策事業） 

石川深溝地区 

（藤井寺市、羽曳野市、富田林市）  

計画時点 ：１．０１ 

便益総額Ｂ＝１５．０億円 

総費用 Ｃ＝１４．９億円 

 

再評価時 ：１．０３ 

便益総額Ｂ＝２５．７億円 

総費用 Ｃ＝２５．１億円 

  

スイレン・キショウブ

等の水生植物の植栽や

接触酸化など自然の浄

化機能の活用により水

質改善を行っている。

 

事業採択年度 

 計画時  Ｈ５ 

 再評価時 Ｈ５ 

  

事業着手年度 

計画時   Ｈ５ 

 再評価時 Ｈ５ 

 

完成予定年度 

 計画時  Ｈ11 

 再評価時 Ｈ16 

 

分析 

計画時に想定し

ていた年度事業費

が確保できず、５年

延長した。 

 

進捗状況 

  用地  ―％ 

  工事  91％ 

 
 

[目的] 

本事業の計画対象地域
は大阪府東南部、石川の左
岸に位置する都市近郊農
業地域であるが、近年、周
辺地域の都市化の進行に
より、農業用水への生活排
水等の汚水流入、ため池の
富栄養化等広域的な農業
用水の汚濁が発生してい
るため、水路の用排水の分
離など、広域的な水質保全
対策を行い、良好な農業用
水の確保と生活環境の保
全を図るものである。 
 

[内容] 
水路工 
Ｌ＝３，８１４ｍ  

水質浄化施設 
８箇所 

ため池等浄化浚渫 
１６箇所 

 

  

[事業費] 
全体事業費 
約２５．１億円 

（内訳） 
工事費約25.1億円    

 
投資済事業費 
約２２．９億円 

（内訳） 

工事費約22.9億円 

整備後の施設を

利用して、受益

農地に用水を供

給している。 

・農業用水の水質汚濁

に起因する障害を除去

するため、農業用用排

水施設内の水質を改善

し、良質な農業用水を

確保する。 

 

・水質調査   

ｋｊｅ－Ｎ  

H5：平均1.26ｍｇ／ｌ

H14：平均0.26ｍｇ／ｌ

 

 

[地元等の協力体制] 

地元は事業に協力的で

ある。 

 

・水質改善により、営農条

件が改善され農作物が安

定供給される 

・水辺へのふれあいの場の

設置により住民同士の交

流が活性化する 

・水質改善等により、快適

な生活・住環境を形成す

る 

・親水護岸や遊歩道の設置

等により、地域の人々が

“やすらぎ”と“うるお

い”を感じる水辺環境を

創出する。 

・歴史的文化遺産であるた

め池文化の保存 

 

（費用便益について）

 農林水産省の基準に

基づき、農業生産効果

を便益として計算して

いることを確認した。

 なお、環境創出効果

の便益価値も考慮すべ

きではないかとの意見

があった。 

 

（整備手法について）

 コストの問題もある

が、農業用水路の整備

にあたっては近自然

型の工法も検討して

いく必要があるので

はないかとの意見が

あった。 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表２） 
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          再評価審議対象事業一覧表（２事業）    （２／２） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 
事業効果の定性的分析 

委員会における 
主な審議内容 

評
価 

②（いきいき水路モデル事業） 

長瀬・玉串地区 

（東大阪市・八尾市・柏原市） 

 

計画時点 ：１．４１ 

 便益総額Ｂ＝ ２８．０億円 

総費用 Ｃ＝ １９．８億円 

 

再評価時 ：１．０６ 

便益総額Ｂ＝ ４９．４億円 

総費用 Ｃ＝ ４６．６億円  

 

 

・環境に配慮した構造

として、水路のさか

なだまりを設置して

いる。 

 

・八尾市、東大阪市が

中心となって、長瀬

川水辺環境づくり実

行委員会を組織し、

整備中の水路への水

生植物植栽活動を実

施し、そこが水生生

物等のすみかとなっ

ている。 

 

事業採択年度 

 計画時  Ｈ５ 

 再評価時 Ｈ５ 

  

事業着手年度 

計画時   Ｈ５ 

 再評価時 Ｈ５ 

 

完成予定年度 

 計画時  Ｈ14 

 再評価時 Ｈ17 

 

分析 

計画時に想定して

いた年度事業費が

確保できず、3年延

長した。 

 

進捗状況 

  用地  ―％ 

  工事  84％ 

 

[目的] 
長瀬川・玉串川は、２９

０余年の歴史を持つ農業
用水路であるが、近年にお
ける水路の老朽化と流域
の都市化の進行に伴い水
質の悪化や漏水、洪水時の
溢水による被害が発生し
ているため、用排水の分離
と出水時の貯留機能に留
意した水路の改修を行い、
溢水被害の防止を図ると
共に、親水性の向上にも配
慮した整備を実施するこ
とにより快適な水辺環境
の創出を図るものである。 
 

[内容] 

水路改修 

Ｌ＝９，３００ｍ  

一時貯留施設 

５，０００ｍ３ 

上部利用工 

 Ｌ＝５，５４３ｍ 

   

[事業費] 
全体事業費 

約４４．２億円 

（内訳） 

工事費約44.2億円    

 

投資済事業費 

約３７．３億円 

（内訳） 

工事費約37.3億円 

整備後の施設を

利用して、農業

用水の供給と流

域の排水を行っ

ている。 

［防災］ 

○貯留施設の整備

による、浸水被

害の未然防止 

○住民参加による

水辺環境づくり

・地域住民の水辺

環境保全活動の

回数 

H5： 0回／年 

H14：13回／年 

・近隣小中学校に

おける環境教育

活動の回数 

H5： 0回／年 

H14：17回／年 

・長瀬川のゴミ処

理量 

H10：170t／年 

H14：140t／年 

 

[地元等の協力体制]

地元は事業に協力

的である。 

 

・農業用水の確保により、営農

条件が改善され農作物が安

定供給される。 

・水路整備による防火用水の確

保、防火帯として活用され

る。 

・洪水時における浸水被害の未

然防止により、安全な生活環

境が形成される。 

・長瀬川の持っている多面的機

能の保全と活用に向けた取

り組みが活性化する。 

・住民同士や世代を超えた交流

が活性化する 

・水路の親水護岸や、遊歩道の

設置等により、地域の人々

が、やすらぎと潤いを感じる

水辺環境を創出する。 

・用排水を完全に分離すること

で、悪臭やユスリカ等の発生

を抑制する。 

・魚や野鳥、水生植物等生き物

の生息場所が確保できる。 

・歴史的文化遺産である農業用

水路の保全 

（費用便益について）

 農林水産省の基準に

基づき、農業生産効果

を便益として計算して

いることを確認した。

 なお、環境創出効果

の便益価値も考慮すべ

きではないかとの意見

があった。 

 

（整備手法について）

 コストの問題もある

が、農業用水路の整備

にあたっては近自然

型の工法も検討して

いく必要があるので

はないかとの意見が

あった。 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表２） 
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        再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）    

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 

①（公園） 

蜻蛉池公園 

（岸和田市） 

 
計画時点 ：算出なし 
 
再評価時 ：算出なし 
 
再々評価時：１．０８ 
便益総額 

  Ｂ＝355.3 億円 
総費用 

  Ｃ＝329.9 億円 
 

国土交通省都市地域整備局
公園緑地課監修 
｢大規模公園費用対効果分
析手法マニュアル｣による 
 

 
[目的] 
蜻蛉池公園は、泉南地域の広
域ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの中心施設として
計画され、この公園の名称と
なった蜻蛉池をはじめ大小30
余りの溜池と既存の樹林地を
活かし、3 つのｿﾞｰﾝで構成し
ている。南部地区は遠足利用
で賑わっている子供の国やテ
ニスをはじめとするｽﾎﾟｰﾂな
どの動的ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ、中部地区
は大芝生広場でﾋﾟｸﾆｯｸや北部
地区は既存の樹林地を活かし
た野鳥や昆虫の森などの静的
ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝｿﾞｰﾝなど、総合的な
ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ機能を備えた広域公
園として、また都市周辺の自
然環境を保全する重要な水と
緑のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽとして整備す
る。 
 
[内容] 
都市計画決定面 124.7ｈa 
（事業認可面積 92.8ｈa） 
・開設面積 36.5ｈa 
・子供の国（児童遊戯場） 
・テニス村（ﾃﾆｽｺｰﾄ、球技

広場等） 
・花木園 
・憩いの広場（水と緑の音
楽広場〈皇太子ご成婚記
念事業〉、野原の広場等） 

 
［事業費］ 
全体事業費計画約 557.3 億円 
内用地費計画約 407.8 億円 
内工事費計画約 149.5 億円 

 
投資事業費  約 272.1 億円 
内用地費  約 203.5 億円 
内工事費  約 68.6 億円 
 

※ 再評価時点における 
事業費約 554.6 億円 

 

 
事業採択年度 
 計画時   S55 
 再評価時  S55 
 再々評価時 S55 
事業着手年度 
計画時     S55 

 再評価時   S55 
 再々評価時 S55 
完成予定年度 
 計画時   － 
 再評価時  － 
 再々評価時 － 
 
分析 
整備の都度段階的に
供用 
 
開設予定 

(H16)7.3ｈa 
 

 
進捗状況 

再評価時 
用地 ４１％ 
工事 ３９％ 

再々評価時  
  用地 ５０％ 

工事 ４６％ 

○大阪府広域緑地計画

（H11.3）において、 

・五大水辺空間（河川臨

海部） 

・周辺三山系 

・中央環状緑地群 

で構成されるみどりの

ネットワーク化の大規

模公園のひとつとして

蜻蛉池公園を位置付け

ている。 

○急速な高齢社会の進

展、障害者の社会参加

意識の高まりなど社会

状況の変化に対応して

条例が改正（H15.4）さ

れた。公園においては、

適合させることが望ま

しい誘導基準から適合

必要な整備基準へと必

要性が強化された。 

 
［地元等の協力体制］ 
○｢ふれあいの森｣におい

て、既存の樹林地を保

全し、多様な生物が生

息する森づくりを目指

して、府民協働で公園

づくりを行うためのﾎﾞ

ﾗﾝﾃｨｱ団体が組織され

間伐・下草刈りや炭焼

きなどの活動が行われ

ている。今年度から、

このﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体も含

んでﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ方式によ

り、今後の森づくりに

ついて整備や管理手法

を検討していく。 

○用地買収済み未開設区

域にある果樹の管理を

地元農協の協力を得た

管理手法をとってい

る。 

[安全・安心] 
自然環境を保全・創出すること
で都市の大気浄化やﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ
現象の緩和など都市生活者にと
って安全･安心につながる。 
 
[活力] 
・個人の活力 公園を利用して
周辺住民の散歩やｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞなど
個人の体力に応じた運動が可能
であり病気の予防や心身を鍛え
ることができる。 
・地域の活力 球技広場や芝生
広場などの施設整備により、運
動会や様々なｲﾍﾞﾝﾄが実施され
地域住民のｺﾐｭﾆﾃｨ活動が活性化
される。 
・｢ふれあいの森｣において、府
民との協働による公園づくりの
実践で府民や地域住民の自己実
現や社会参加などの活性化が図
られている。 
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ夢の森つくり隊 32 名
活動中 
 
[快適性] 
大阪府福祉のまちづくり条例に
基づき、障害者・高齢者をはじ
め、誰もが利用できるよう公園
施設の整備に配慮することによ
り、来園者が公園を安全かつ快
適に利用できる。 
 
[ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ機能] 
ﾃﾆｽやｻｯｶｰなどの動的ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ
からﾋﾟｸﾆｯｸや散策、ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝ
ｸﾞなどの静的ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝまで総合
的なﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの場となる。 
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（１／２６） 
自然環境等への影響と対策 

前回再評価時の意見具申・ 

府の対応方針の概要 

委員会における主な審議内容 評価 

○池や樹林地・竹林などの自然と
ふれあえる水と緑のオープン
スペースとして積極的な創出
を図る。 

○｢ふれあいの森｣において、現況
林を保全し多様な生物が生息
する森づくりを目指して、府民
協働で公園づくりを行ってい
くためのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体が組織さ
れ、環境学習の場となるよう
様々な活動が行われている。ま
た、今年度から、このﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
団体も含んでﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ方式に
より、今後の森づくりの整備や
管理手法を検討していく。 

[意見具申] 
現在事業を進めている区域に

ついては、｢事業継続｣と判断す
る。なお、今後予定されている
北側部分（｢森のｿﾞｰﾝ｣）につい
ては森林の保全を主とするｿﾞｰﾝ
であることから、既買収区域で
未整備の箇所の事業を優先する
など、事業の重点的な推進に留
意すべきである。 
 
[対応方針]事業継続 
 今後予定されている「森のゾー
ン」の整備については、森林保
全を主体とすることから、周辺
地域の市街化状況や都市施設の
整備状況を十分に勘案すること
とし、当面、既買収区域の開設
のための施設整備に重点化して
いく。     

（再評価時の意見具申の措置状況について） 

平成１０年度の意見具申を踏まえ、事業認可区域内の

既買収区域における未整備箇所の整備を優先し、事業の

重点的な推進を図っていることを確認した。 

 

（今後の整備予定について） 

・蜻蛉池公園は樹林やため池の広がる丘陵地であり、利

用者の交通アクセス等の利便性を考慮し、岸和田中央

線や泉州山手線といった道路の事業化にあわせて段

階的に整備を進めている。現在泉州山手線の開通見通

しは立っておらず、今後５年間で新たに事業認可区域

を拡大する予定はなく、当面、事業認可を受けた区域

を重点的に整備していく方針であることを確認した。 

・なお､今後も現在の事業認可区域を含め、事業費の縮

減に留意しながら、府民のニーズに対応し、できるだ

け良好な自然環境の保全と活用を図る施設整備に努

めるとともに、自然環境の保全や施設の管理に、より

一層ボランティア等の協力を得るために、ボランティ

アの育成といったマネジメントの費用を考慮した事

業も推進されるよう要望する。 

 

（再評価単位の考え方について） 

・平成１０年度の再評価においては、事業認可済み区域

の中で１０年継続している事業区域について審議を

行ったが、国土交通省の評価基準が定められたことに

より、今回の再々評価では、今後事業認可を取得する

区域を含む、都市計画決定区域全体で評価することに

なる。 

・公園事業は完成まで長期にわたって順次事業認可区域

を拡大していくという特有の事業手法をとっている

ため、都市計画決定区域全体で評価を行うことによ

り、事業の進捗状況や今後の拡大予定など、５年ごと

の再評価時における比較検証がしやすくなるものと

考えられる。 

・また、公園事業の事業認可区域を変更（拡大）する場

合は、実質的に事前評価と同様の視点でチェックを行

う必要があることから、５年ごとの再（々）評価期間

にとらわれず、その時点で本委員会として、その是非

について審議を行うこととする。 

 
事 業 継 続 

 

（別表３） 
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    再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）    

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 

②（河川耐震対策） 

西大阪地区 

（大阪市） 

 
事業採択年度 
 計画時   S52 
 再評価時  S52 
 再々評価時 S52 
事業着手年度 
計画時     S52 

 再評価時   S52 
 再々評価時 S52 
完成予定年度 
 計画時   － 
 再評価時  － 
 再々評価時 Ｈ27
 
分析 
 整備に関しては
順調に進捗して
いる。 

 
進捗状況 
再評価時 

  工事 ３９％ 
防潮堤11.96km

再々評価時  
  工事 ５５％ 

防潮堤15.83km

 

 
計画時点 ：算出なし 
 
再評価時 ：４９．９２ 
年便益 

  ｂ＝ 4,883.68億円 
年費用 

  ｃ＝    97.84億円 
注）治水経済調査要綱による。

 
再々評価時：９５．４９ 
便益総額 

  Ｂ＝34,613.23億円 
総費用 

  Ｃ＝  362.48億円 
注）「治水経済調査マニュアル
Ｈ12．5」による。 

 
     ↓ 
 
再々評価時：３５．８３ 
便益総額 

  Ｂ＝ 37,298.70億円 
総費用 

  Ｃ＝  1,041.02億円 
注）高潮対策と耐震対策の費
用・便益をあわせて算定 

[目的] 

震度６強の直下型地震に

も対応できるよう、護岸及

び水門の耐震補強を行う。 

 

[内容] 

護岸 ２７．６４㎞ 

設計水平震度：Ｋｈ＝０．２４ 

耐震安全度（現況）：震度４程度

（水平震度：Ｋｈ＝０．１０）  

 

［事業費］ 

全体事業費  

計画約758億円(認可約732億円) 

 内工事費 約758億円 

 

投資事業費約419億円 

内工事費約419億円 

 

※再評価時点における事業費 

約732億円 

 

平成10年策定の大阪府

土木部地震防災アクシ

ョンプログラムにおい

て、大地震により被災す

ると二次災害の恐れが

高い西大阪低地帯にあ

る河川施設の耐震対策

を最優先に位置付け、こ

れを平成22年までに完

成させる。 

 
[浸水戸数] 
①浸水戸数：１０４万戸 
②浸水面積：５１ｋ㎡ 
③重要な公共施設：想定氾濫域内に
は多数のライフライン、広域防災
道路、地下鉄、地下街等が存在。

④災害弱者関連施設：多数の小中学
校、高齢者障害者関連施設、災害
医療機関が存在 

⑤平成１３年９月に国の中央防災
会議の専門調査会において、次の
南海・東南海地震が今後３０年で
発生する確率が４０％・５０％と
発表。 

 
［地元等の協力体制］ 
○耐震護岸上に遊歩道や緑化の整
備（大阪市） 

○被災後の応急対策活動（大阪市地
域防災計画＜震災対策編＞） 

○淀川左岸水防事務組合による水
防活動(淀川左岸水防事務組合水
防計画) 

○大和川右岸水防事務組合による
水防活動(大和川右岸水防事務組
合水防計画) 

[安全・安心] 
超大型台風による高潮や、直下
型地震を含む大地震に対応 
 
[活力] 
人口・資産が集中する大阪市内
における治水安全度の向上によ
り、水都再生に資する活力ある
まちづくりを目指す。 
 
[快適性] 
都市空間における貴重なオープ
ンスペースとして、ゆとりやや
すらぎを与える。 
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（２／２６） 

自然環境等への影響と対策 

前回再評価時の意見具申・ 

府の対応方針の概要 

委員会における主な審議内容 評価 

 

河川底質のダイオキシン類の環境基

準設定に伴い、工事施工中の汚濁防

止や環境監視を実施。 

 

 

[意見具申]事業継続 

[対応方針]事業継続 

（高潮対策以外の事業効果について） 
 本事業は、高潮施設の耐震補強を行うことによる耐震対策と高潮対策の効

果以外に、背後にスペースがある中之島地区などでは川面が見られる遊歩道

を設置するなど、環境創出効果も期待できるなど、多目的の事業効果がある

ことを確認した。 
 
（費用便益の算定について） 
・国土交通省のマニュアルでは、耐震対策に係る事例が少ないため、高潮対

策に係る事例を準用していることは確認した。 
・今回の評価対象は耐震対策事業であるが、事業内容は耐震対策及び高潮対

策を目的とする複合的事業である。こうしたことから、本事業については、

定性的な評価項目について審議をおこなうとともに、審議の過程で数種類

の方法で費用便益比の再算定を行い、そのいずれにおいても事業効果を有

することを確認した。しかし費用便益比については、今後継続して適切な

数値の算定方法を検討していく必要がある。 
・河川事業に限らず、費用便益比は、評価にあたって重要な判断要素の一つ

であることから、本委員会における各種建設事業評価においても、国のマ

ニュアルの一律的な適用にとどまらず、便益項目の設定や地域特性の反映、

あるいは定量的な費用便益算定が困難なものについての定性的評価項目の

検討なども含め、府民への説明責任を果たすという観点から取り組まれた

い。 
・なお、高潮対策のコストも含めた場合の費用便益比は３５．８３（便益総

額は高潮と地震・津波による被害軽減額の合計、総費用は昭和３５年以降

の高潮事業費及び耐震事業費の合計）となることを確認した。 

 

 
事業継続 

 

（別表３） 



 26

        再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （３／２６） 
事業名 

（所在地） 

進捗率 

(H15.3) 

事業効果の定量的分析 

（費用便益比） 

自然環境等への 

影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 

社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

③（公園） 

山田池公園 

（枚方市） 

・Ｂ／Ｃ 

計画時点 ：算出なし 

再評価時 ：算出なし  

再々評価時：１．０６ 

便益総額 

  B ＝ ３５０．２億円 

総費用 

  C ＝ ３３１．２億円 

国土交通省都市地域整備局公園緑

地課監修「大規模公園費用対効果

分析手法ﾏﾆｭｱﾙ」による。 

○広大な池や保全され
た樹林・竹林などの自然
とふれあえる水と緑のｵ
ｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽとして積極的
な創出を図る。 
 

 

事業採択年度 

 計画時   S46 

 再評価時  S46 

 再々評価時 S46 

事業着手年度 

計画時     S47 

 再評価時   S47 

 再々評価時 S47 

完成予定年度 

 計画時    - 

 再評価時   - 

 再々評価時 - 

 

分析 

整備完了の都度段

階的に供用 

開設予定 

（Ｈ16）約12ha 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ９１％ 

  工事 ４４％ 

 再々評価時  

  用地 ９８％ 

工事 ５８％ 

[目的] 
北河内地域の中心

的な風致公園として、
山田池を中心に周辺
樹林や竹林を可能な
限り保全するｿﾞｰﾝ、広
大な芝生広場や水路
のある開放的なｿﾞｰﾝ
など、水と緑のｵｰﾌﾟﾝｽ
ﾍﾟｰｽとして整備を行
うものである。 
 

[内容] 
都市計画決定面積 

75.2ha 
開設面積  45.4ha 
〈 事 業 認 可 面 積
74.8ha（完了区域を含
む）〉 
 
山田池、水生花園、花
木園、展望広場、もみ
じ谷、芝生広場他 
  
[事業費] 
全体事業費 
計画約505.5億円 
内用地費 
約399.7億円 

内工事費 
   約105.8億円 
 
投資事業費 

約452.2億円 
内用地費 
約391.1億円 

内工事費 
  約  61.1億円 
 
※  再評価時点にお
ける事業費 
約509.4億円 
 

平成 14 年度末開
設面積45.4ha 
開設率 計画60% 
（認可61%） 
年間来園者数 
 約42万人 
 
花壇管理を行う
「山田池公園花の
ｸﾗﾌﾞ」ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや公
園清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱな
ど3団体約70名が
活動中。また、障
害者や高齢者など
の公園案内をする
ﾋｰﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾅｰ（ｻ
ﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）を養
成中。 

○大阪府広域緑地
計画（H11.3）にお
いて、 
・五大水辺空間（河
川臨海部） 

・周辺三山系 
・中央環状緑地群
で構成されるみど
りのﾈｯﾄﾜｯｸ化の大
規模公園のひとつ
として山田池公園
を位置付けてい
る。 
 
○急速な高齢社会
の進展、障害者の
社会参加意識の高
まりなど社会状況
の変化に対応して
条 例 が 改 正
（H15.4）された。
公園においては、
適合させることが
望ましい誘導基準
から適合必要な整
備基準へと必要性
が強化された。 
 
○建設省から防災
公園整備ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
策定の指導を受
け、全国に先駆け
て大阪府防災公園
整備指針（H11.6）、
大阪府防災公園施
設 整 備 ﾏ ﾆ ｭ ｱ ﾙ
（H12.3）を策定
し、これらに基づ
き防災公園として
整備を図ってい
る。 
 

[地元等の協力体制]
花壇管理を行う
「山田池公園花の
ｸﾗﾌﾞ」ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや公
園清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱな
ど3団体約70名が
活動中。また、障
害者や高齢者など
の公園案内をする
ﾋｰﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾅｰ（ｻ
ﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）を養
成中。 
 

[安全・安心] 

○大阪府地域防災計画におい

て地震等の災害時における自

衛隊・消防・警察など応援部

隊の活動拠点となる後方支援

活動拠点として指定されてい

る｡ 

○枚方市地域防災計画におい

て震災時に火災の延焼拡大に

よって起こる輻射熱等から市

民を守る広域避難地として指

定されている。 

[活力] 

府民との協働による花壇管理

の実践で、府民や地域住民の

自己実現や社会参加などの活

性化が図られている。 

山田池公園花のｸﾗﾌﾞなど３団

体約 70 名のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが活動

中。また障害者・高齢者の公

園案内をするﾋｰﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾅｰ

（ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）を養成中。

[快適性] 

大阪府福祉のまちづくり条例

に基づき、障害者･高齢者をは

じめ誰もが利用できるよう公

園施設の整備に配慮すること

により、来園者が公園を安全

かつ快適に利用できる。 

[ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ機能] 

鴨をはじめ数多くの野鳥のﾊﾞ

ｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞや自然を利用した

環境学習、広場でのｱｳﾄﾄﾞｱ活

動など多様なﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの場と

なる。 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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             再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （４／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への影

響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

④（公園） 

深北緑地 

（大東市、寝屋川市） 

・Ｂ／Ｃ 

計画時点 ：算出なし 

再評価時 ：算出なし 

再々評価時：２．７７ 

便益総額 

  Ｂ＝  ４２２．９億円 

総費用 

  Ｃ＝  １５３．９億円 

 

国土交通省都市地域整備局公

園緑地課監修「大規模公園費用

対効果分析手法ﾏﾆｭｱﾙ」による。

○河川の遊水地機能に
加え、自然とふれあえ
る水と緑のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ
として積極的な創出を
図る。 
○自然豊かな水辺空間
や野鳥の生息場などの
保全・創出を目指して、
行政・地域住民・市民
団体・学識者・専門家
などの様々な分野の
人々が協力しながらﾜｰ
ｸｼｮｯﾌﾟ方式により整備
を進めている。 

事業採択年度 

 計画時    S57 

 再評価時   S57 

 再々評価時 S57 

事業着手年度 

計画時     S57 

 再評価時   S57 

 再々評価時 S57 

完成予定年度 

 計画時     - 

 再評価時    - 

 再々評価時Ｈ17 

 

分析 

整備の都度段階的

に供用 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ９５％ 

  工事 ６１％ 

 

 再々評価時  

  用地１００％ 

  工事 ８３％ 

[目的] 

河川と公園の連携

により一級河川寝屋

川の洪水調整機能を

備えた多目的遊水地

公園として、ﾚｸﾘｪｰｼｮ

ﾝｿﾞｰﾝやｽﾎﾟｰﾂ施設ｿﾞｰ

ﾝなど、幅広い機能を

備えた総合公園の整

備を行うものである。 

 

[内容] 

都市計画決定面積 

44.7ha 

開設面積  30.6ha 

〈 事 業 認 可 面 積

44.7ha（完了区域を含

む）〉 

 

水辺ｿﾞｰﾝ 湿地や水

辺等の保全・復元ｿﾞｰ

ﾝ  

ふれあいｿﾞｰﾝ 芝生

広場・児童遊戯場・桜

の園 

ｽﾎﾟｰﾂｿﾞｰﾝ ﾃﾆｽｺｰﾄ・

野球場・球技広場 

 

[事業費] 

全体事業費計画 

約189.9億円 

内用地費 

約109.1億円 

内工事費 

   約 80.8億円 

 

投資事業費 

約175.8億円 

内用地費 

約109.1億円 

内工事費 

    約 66.7億円 

 

※ 再評価時点にお

ける事業費 

 約191.9億円 

平成 14 年度末開

設面積30.6ha 

開設率 計画68% 

（認可68%） 

年間来園者数 

 約68万人 

 

府民協働による

「環境ふれあいﾜｰ

ｸｼｮｯﾌﾟ」実施 

（H13～H14）７回 

○大阪府広域緑地
計画（H11.3）にお
いて、 
・五大水辺空間（河
川臨海部） 
・周辺三山系 
・中央環状緑地群
で構成されるみど
りのﾈｯﾄﾜｯｸ化の大
規模公園のひとつ
として深北緑地を
位置付けている。
 
○急速な高齢社会
の進展、障害者の
社会参加意識の高
まりなど社会状況
の変化に対応して
条 例 が 改 正
（H15.4）された。
公園においては、
適合させることが
望ましい誘導基準
から適合必要な整
備基準へと必要性
が強化された。 
 
○建設省から防災
公園整備ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
策定の指導を受
け、全国に先駆け
て大阪府防災公園
整備指針（H11.6）、
大阪府防災公園施
設 整 備 ﾏ ﾆ ｭ ｱ ﾙ
（H12.3）を策定
し、これらに基づ
き防災公園として
整備を図ってい
る。 
 
[地元等の協力体制]
深北緑地Aｿﾞｰﾝ（水
辺ｿﾞｰﾝ）において、
平成13年度より府
民との協働で自然
観察や環境学習の
場となるよう公園
の整備や管理手法
を考えていく「環
境ふれあいﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ」を実施してい
る。 

[安全・安心] 

寝屋川市及び大東市の地域防

災計画において、震災時に火災

の延焼拡大によって起こる輻

射熱などから市民を守る広域

避難地として指定されている。

万一発災時と大雨が重なった

場合は、緊急放送による誘導体

制をとる。 

[活力] 

「環境ふれあいﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」の実

施により、府民との協働による

公園づくりの実践で、府民や地

域住民の自己実現や社会参加

などの活性化が図られている。

[快適] 

大阪府福祉のまちづくり条例

に基づき、障害者･高齢者をは

じめ誰もが利用できるよう公

園施設の整備に配慮すること

により、来園者が公園を安全か

つ快適に利用できる。 

[ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ機能] 

府民要望に応え、ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ・

ﾛｰﾗｰｽｹｰﾄなどのﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂがで

きるジャンプ台を完備した広

場を平成１３年度に整備し、多

くの若者で賑わっている。 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

事
業
継
続 

 

 

下 期 分 
（別表３） 
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        再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （５／２６） 

事業名 

（所在地） 

進捗率 

(H15.3) 

事業効果の定量的分析 

（費用便益比） 

自然環境等への

影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 

社会経済情勢の変化 
事業効果の定性的分析 

前回再評価時の 

意見具申・ 

府の対応方針の概要

評
価 

⑤（公園） 

大泉緑地 

（堺市、松原市） 

・Ｂ／Ｃ 

計画時点 ：算出なし 

再評価時 ：算出なし  

再々評価時：１．１１ 

便益総額 

  B ＝ ５４８．１億円 

総費用 

  C ＝ ４９４．５億円 

 

国土交通省都市地域整備局

公園緑地課監修「大規模公

園費用対効果分析手法ﾏﾆｭｱ

ﾙ」による。 

○市街地における

緑のｵｱｼｽとして整

備することにより、

自然とふれあえる

水と緑のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰ

ｽとして積極的な創

出を図る。 

事業採択年度 

 計画時    S39 

 再評価時   S39 

 再々評価時 S39 

事業着手年度 

計画時     S39 

 再評価時   S39 

 再々評価時 S39 

完成予定年度 

 計画時     - 

 再評価時    - 

 再々評価時  - 

 

分析 

整備完了の都度段階的

に供用 

開設予定（Ｈ15）4.1ha 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ２９％ 

  工事 ７０％ 

 再々評価時  

  用地 ４０％ 

  工事 ７７％ 

[目的] 
大阪 4 大緑地の一つ

として、市街地に森林
を積極的に創出し、ま
た芝生広場やｽﾎﾟｰﾂ施
設など総合的なﾚｸﾘｪｰｼ
ｮﾝ機能も備えた広域公
園として整備を行うも
のである。 
 

[内容] 
都市計画決定面積

123.0ha 
開設面積95.5ha 
〈 事 業 認 可 面 積
103.3ha〉 
 
大芝生広場、桜広場、
かきつばた園、ふれあ
いの庭、児童遊戯場、
ｻｲｸﾙどろんこ広場、中
央花壇、花と緑の相談
所、野球場、ﾃﾆｽｺｰﾄな
ど 
  
[事業費] 
全体事業費 
計画 約677.2億円 
内用地費 

約557.2億円 
内工事費 

   約120.0億円 
 
投資事業費 

約317.4億円 
内用地費 

約224.9億円 
内工事費 

   約 92.5億円 
 
※  再評価時点におけ
る事業費 
約673.9億円 
 

平成14年度末開設面積

95.5ha 

開設率 計画78% 

（認可92%） 

年間来園者数 

 約250万人 

 

障害者や高齢者が健常

者と共に公園利用を楽

しむため公園案内をす

るｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱをはじ

め環境学習や自然観察

会を開催するﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、公園清掃の管

理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなど 11 団体

約450名が活動中。 

○大阪府広域緑地計画
（H11.3）において、 
・五大水辺空間（河川
臨海部） 

・周辺三山系 
・中央環状緑地群 
で構成されるみどりの
ﾈｯﾄﾜｯｸ化の大規模公園
のひとつとして大泉緑
地を位置付けている。
 
○急速な高齢社会の進
展、障害者の社会参加
意識の高まりなど社会
状況の変化に対応して
条例が改正（H15.4）さ
れた。公園においては、
適合させることが望ま
しい誘導基準から適合
必要な整備基準へと必
要性が強化された。 
 
○建設省から防災公園
整備ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定の指
導を受け、全国に先駆
けて大阪府防災公園整
備指針（H11.6）、大阪
府防災公園施設整備ﾏﾆ
ｭｱﾙ（H12.3）を策定し、
これらに基づき防災公
園として整備を図って
いる。 
 

[地元等の協力体制] 
障害者や高齢者が健常
者と共に公園利用を楽
しむため公園案内をす
るｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱをはじ
め環境学習や自然観察
会を開催するﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、公園清掃の管
理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなど 11 団体
約450名が活動中。 
 

[安全・安心] 
○大阪府地域防災計画にお
いて地震等の災害時におけ
る自衛隊・消防・警察など
応援部隊の活動拠点となる
後方支援活動拠点として指
定されている｡ 
○堺市地域防災計画におい
て震災時に火災の延焼拡大
によって起こる輻射熱等か
ら市民を守る広域避難地と
して指定されている。 
[活力] 
公園内における様々なﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ活動により、府民や地域
住民の自己実現や社会参加
などの活性化が図られてい
る。 
・大泉緑地ﾋｰﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾅｰｸ
ﾗﾌﾞ等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 11 団体約
450名活動中 

[快適性] 
大阪府福祉のまちづくり条
例に基づき、障害者･高齢者
をはじめ誰もが利用できる
よう公園施設の整備に配慮
することにより、来園者が
公園を安全かつ快適に利用
できる。 
[ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ機能] 
散歩やｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ等の軽ｽﾎﾟｰ
ﾂから野球・ｻｯｶｰ・ﾃﾆｽなど
の球技に加え、ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝ
ｸﾞや自然観察など様々なﾚｸ
ﾘｪｰｼｮﾝの場を提供する。 

 

[意見具申]－ 

[対応方針] 

事業継続 

事
業
継
続 

 
 

下 期 分 
（別表３） 
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        再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （６／２６） 

事業名 

（所在地） 

進捗率 

(H15.3) 

事業効果の定量的分析 

（費用便益比） 

自然環境等への 

影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 

社会経済情勢の変化 
事業効果の定性的分析 

前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

⑥（公園） 

せんなん里海公園 

（阪南市、岬町） 

・Ｂ／Ｃ 

計画時点 ：算出なし 

再評価時 ：算出なし  

再々評価時：１．３１ 

便益総額 

  B ＝ １４２．１億円

総費用 

  C ＝ １０８．８億円

 

国土交通省都市地域整備局

公園緑地課監修「大規模公

園費用対効果分析手法ﾏﾆｭｱ

ﾙ」による。 

○海や森などの自然と
ふれあえる水と緑のｵｰ
ﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽとして積極的
な創出を図る。 
○海辺の生き物とふれ
あえる場、自然観察や環
境学習の場となるよう
人工磯浜の整備や管理
手法を府民や学識者と
ともに考えていくﾜｰｸｼｮ
ｯﾌﾟを実施し、検討して
いく。 
 

 

事業採択年度 

 計画時    S45 

 再評価時   S45 

 再々評価時 S45 

事業着手年度 

計画時     H5 

 再評価時   H5 

 再々評価時 H5 

完成予定年度 

 計画時    - 

 再評価時   - 

 再々評価時 - 

 

分析 

整備完了の都度段

階的に供用 

開設予定 

(Ｈ15）2.3ha 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ７５％ 

  工事 ６３％ 

 再々評価時  

  用地 ９４％ 

  工事 ６３％ 

[目的] 
泉州地域を代

表する「海と人と
の新しいふれあ
いの場」として、
ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ競技場
や人工磯浜の整
備を行うことに
より、また他事業
によるﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ
施設と一体とな
って、「海洋性ﾚｸ
ﾘｪｰｼｮﾝの拠点」と
なる公園を目指
すものとする。 
 

[内容] 

都市計画決定面積 

61.8ha 

開設面積24.8ha 

〈事業認可面積

41.7ha（完了区域を

含む）〉 

 

人工磯浜、児童遊戯

場、海岸ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ、

多目的広場、ﾋﾞｰﾁﾊﾞ

ﾚｰ競技場、ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞ

ｰ、府立青少年海洋

ｾﾝﾀｰ 
  
[事業費] 

全体事業費 

計画 約98.9億円 

内用地費 

約16.3億円 

内工事費 

   約82.6億円 

 

投資事業費 

約67.7億円 

内用地費 

約15.3億円 

内工事費 

   約52.4億円 

 

※  再評価時点に

おける事業費 

約86.3億円 
 

平成 14 年度末開

設面積24.8ha 

開設率 計画40% 

（認可59%） 

年間来園者数 

 約31万人 

 

・平成9年実施の

「なみはや国体」

におけるﾖｯﾄとﾋﾞｰ

ﾁﾊﾞﾚｰの競技会場

となる。 

・うみべの森の樹

林地管理や磯浜清

掃など 11 団体約

930 人のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

が活動中。 

○大阪府広域緑地計
画（H11.3）において、
・五大水辺空間（河川
臨海部） 
・周辺三山系 
・中央環状緑地群 
で構成されるみどり
のﾈｯﾄﾜｯｸ化の海岸軸
のひとつとしてせん
なん里海公園を位置
付けている。 
 
○急速な高齢社会の
進展、障害者の社会参
加意識の高まりなど
社会状況の変化に対
応して条例が改正
（H15.4）された。公
園においては、適合さ
せることが望ましい
誘導基準から適合必
要な整備基準へと必
要性が強化された。 
 
[地元等の協力体制] 
○うみべの森の樹林
地管理、磯浜清掃や自
然観察会､環境学習な
どを行う 11 団体 930
人のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが活動
中。今年度からﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ方式により、海辺の
生き物とのふれあい
を目的とした人工磯
浜の整備や管理手法
を検討していく予定
である。 
 

[安全・安心] 

自然環境を保全･創出する

ことで都市の大気浄化やﾋｰ

ﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ現象の緩和など都

市生活者にとって安全･安

心につながる。 

[活力] 

公園内における様々なﾎﾞﾗﾝ

ﾃｨｱ活動により、府民や地域

住民の自己実現や社会参加

などの活性化が図られてい

る。 

・うみべの森を育てる会な

どのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

   11団体930名活動中

[快適性] 

大阪府福祉のまちづくり条

例に基づき、障害者･高齢者

をはじめ誰もが利用できる

よう公園施設の整備に配慮

することにより、来園者が

公園を安全かつ快適に利用

できる。 

[ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ機能] 

ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ、海辺での生き物

とのふれあい、磯遊びやﾊﾞ

ｰﾍﾞｷｭｰなど様々なﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ

の場となる。 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

事
業
継
続 

 
 

下 期 分 
（別表３） 
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        再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （７／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

⑦（河川） 

穂谷川 

（枚方市） 

Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：４３．２０  

便益総額 

  ｂ＝ １７９．５億円 

総費用 

  ｃ＝   ４．２億円 

 

再々評価時：５０．８６ 

便益総額 

  Ｂ＝ ６６７２．６億円 

総費用 

  Ｃ＝  １３１．２億円 

築堤区間ではブロック
護岸による改修が実施
されているが、中流部山
田池公園や左岸堤防天
端を利用した河畔林を
伴う自然巡回路と、緩傾
斜護岸による在来種に
よる緑の復元など、河川
周辺の自然環境と一体
感を感じさせる空間つ
くりを行い河川環境へ
の影響について配慮す
る 

 

 

事業採択年度 

 計画時    S55 

 再評価時   S55 

 再々評価時 S55 

事業着手年度 

計画時     S55 

 再評価時   S55 

 再々評価時 S55 

完成予定年度 

 計画時   Ｈ23 

 再評価時  Ｈ23 

 再々評価時Ｈ23 

 

分析 

 用地取得不要区

間の工事進捗を図

ったため、用地取

得は進捗していな

いが、工事につい

てはほぼ計画どお

り順調に進捗して

いる。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ７９％ 

  工事 ４４％ 

 

 再々評価時  

  用地 ７９％ 

  工事 ８４％ 

[目的] 
穂谷川流域で

は、流域内の市街
化が著しく、上流
部では枚方津田
団地等の開発が
行われ、洪水によ
る被害を防止し、
豊かな生活環境
を築くため河川
改修を進める。 
 

[内容] 
改修延長 
Ｌ＝約7.7Km 

道路橋12橋 
堰9基 
用地買収 
約1,850ｍ2 

目標流量 
 210ｍ3/S  
治水安全度（現
況）約51ｍ3/S 
 
[事業費] 
全体事業費 
  約８２億円 
内用地費 
 約１０億円 

 内工事費 
  約７２億円 
 
投資事業費 
  約６６億円 
内用地費 
  約８億円 

 内工事費 
  約５８億円 
 
※ 再評価時点
における事業
費 

 約８２億円 

改修済箇所から氾

濫防止が図れる。 

・想定氾濫区域：
約675ha 

・浸水戸数： 
約23,000世帯 

・浸水区域内人口：
約58,400人 

 
[関連事業] 
枚方津田団地 
（H3～H11完了） 
山田池公園整備 
   約45.2ha 
ふるさとの川整備
事業（H８.４指定）
 
関西文化学術研究
都市 
氷室・津田地区
整備 

第２京阪国道 
国道 307 号改良
事業 
 

 
[地元等の協力体制]
河川整備計画策定
時における地元住
民の関心も高く、
概ね協力的であ
る。 
 
第２京阪国道関連
事業区間では用地
買収もほぼ完了し
協力的である。 
 

  

[安全・安心] 

浸水被害の軽減（生命、財産）

 

[活力] 

交流拠点の形成 

親水施設の設置、利用 

（緩傾斜護岸の設置等） 

 

[快適] 

景観 

緩傾斜護岸により在来種を

用いた緑の復元を行い、河畔

林を伴う堤防天端を利用し

た自然巡回路の設置等を行

うことにより河川周辺環境

との一体感を形成する。 

 

整備計画の策定により、地域

住民の意見を反映した改修

事業を実施している 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続

事
業
継
続 

 

下 期 分 

（別表３） 
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        再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （８／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

⑧（河川） 

天野川 

（枚方市・交野市） 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：５．４２  

便益総額 

  ｂ＝ ３６．９６億円 

総費用 

  ｃ＝  ６．８２億円 

 

再々評価時：８．３５ 

便益総額 

  Ｂ＝１，５２８．１億円 

総費用 

  Ｃ＝  １８３．１億円 

動植物の生息環境等の
保全と回復に配慮した
整備に努めている。 

 

 

事業採択年度 

 計画時    S27 

 再評価時   S27 

 再々評価時 S27 

事業着手年度 

計画時     S27 

 再評価時   S27 

 再々評価時 S27 

完成予定年度 

 計画時 

21世紀初頭 

 再評価時  Ｈ15 

 再々評価時Ｈ17 

 

分析 

 河川整備計画の

策定に伴い、環境

に配慮するため計

画の見直しを行っ

たことから、完了

予定が若干延びて

いる。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ７０％ 

  工事 ８４％ 

 

 再々評価時  

  用地 ９９％ 

  工事 ９７％ 

[目的] 
天野川について

は、流域下流部を中
心に急激な都市化
が、また上流部は宅
地開発が進んでい
るため、洪水による
被害を防止し豊か
な生活環境を築く
ため河川改修を進
める。 
 

[内容] 
改修延長 
Ｌ＝約7.4Km 
床固17橋 
トンネル工0.2km 
道路橋2橋 
用地買収 
54,000ｍ2 

目標流量 
 700ｍ3/S  
治水安全度（現況） 
 約150ｍ3/S 
 
[事業費] 
全体事業費 
  約135億円 
内用地費 
  約31億円 

 内工事費 
  約104億円 
 
投資事業費 
   約130億円 
内用地費 
  約30億円 

 内工事費 
   約100億円 
 
※ 再評価時点に
おける事業費 

 約135億円 

改修済箇所から氾

濫防止が図れる。 

・想定氾濫区域：
約620ha 

・浸水戸数： 
約17,000世帯 

 
関連事業 
枚方津田団地 
（S52～S55完了）
交野市淀川左岸流
域関連公共下水道
（S42～S55完了）
枚方市淀川左岸流
域関連公共下水道
（S47～S55完了）
尺治川砂防事業 
（H2～） 
 
 
[地元等の協力体制]
地元が協力的で

あり、用地買収が
ほぼ完了してい
る。地域住民と共
通意識をもって整
備を進めている。
また、水辺プラ

ザでは地元住民・
学識経験者の意見
を聞くためワーク
ショップを立ち上
げた。 

  

[安全・安心] 

浸水被害の軽減（生命、財

産） 

 

[活力] 

周辺環境と整合した憩いと

潤いの水辺空間の形成を図

っている。 

 

[快適] 

生駒山系の自然環境に調和

した河川景観の整備に努め

ている。 

 

整備計画の策定により、地

域住民の意見を反映した改

修事業を実施している 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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        再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （９／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

⑨（河川） 

落堀川 

（松原市） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：５５．２６  

便益総額 

  ｂ＝  ９２．１億円 

総費用 

  ｃ＝   １．７億円 

 

再々評価時： ２．９７ 

便益総額 

  Ｂ＝ １０６．８億円 

総費用 

  Ｃ＝  ３６．０億円 

整備にあたっては、自然
環境に配慮した工法を
採用する。東除川合流点
～西橋下流区間の薄層
流浄化施設の設置を行
うとともに、西水川に直
接浄化施設の設置・大井
処理場からの高度処理
水の導入を行い、水質改
善を図る。 

 

事業採択年度 

 計画時    S61 

 再評価時   S61 

 再々評価時 S61 

事業着手年度 

計画時     S61 

 再評価時   S61 

 再々評価時 S61 

完成予定年度 

 計画時   Ｈ20 

 再評価時  Ｈ20 

 再々評価時Ｈ20 

 

分析 

 50㎜対策は完了

し大和川背水対策

を概ね順調に実施

中 
用地買収を伴わ

ない箇所で工事を

進めている。 
 

進捗状況 

 再評価時 

  用地   ０％ 

  工事 ４１％ 

 

 再々評価時  

  用地  ０％ 

  工事 ５３％ 

[目的] 
落堀川につい

ては、流域の開発
が著しく、水田や
溜め池が埋め立
てられて都市化
されたことによ
り浸水被害が発
生しやすい区域
となっている。ま
た現在大和川の
背水に対応した
堤防高が確保で
きていないため、
洪水による被害
を防止し、豊かな
生活環境を築く
ため河川改修を
進める。 
 

[内容] 
改修延長 
Ｌ＝約3.7Km 
道路橋13橋 
堰9基 
用地買収 

約600ｍ2 

目標流量90ｍ3/S  
治水安全度（現
況） 
 約45ｍ3/S 
 
[事業費] 
全体事業費 
  約34.5億円 
内用地費 
  約1.0億円 

 内工事費 
  約33.5億円 
 
投資事業費 
   約17.8億円 
内用地費 
    約0億円 

 内工事費 
   約17.8億円 
 
※ 再評価時点
における事業
費 

 約３４．５億円 

大和川背水対策が

全川完成しないと

氾濫防止効果が図

れないが、事業が

進捗している。 

早急に一連の背水

対策を完成させる

ことが必要。 

・想定氾濫区域： 
約102ha 

・浸水戸数： 
約 3,900世帯 

・浸水区域内人口：
約12,000人 

 
 

 
[地元等の協力体制]
河川整備計画策定時
における地元住民の
関心も高く、概ね協
力的である。 
 
背水対策に対して協
力的である。 

  

[安全・安心] 

浸水被害の軽減（生命、財

産） 

 

[活力] 

自然環境（生態系の保全） 

 

[快適] 

景観（周辺地域と調和した水

辺景観） 

 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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       再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （１０／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

⑩（河川） 

西除川 

（大阪狭山市） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：１９．６０  

便益総額 

  ｂ＝ ３７．４４億円 

総費用 

  ｃ＝  １．９１億円 

 

再々評価時： ４．６０ 

便益総額 

  Ｂ＝ ２２１．８５億円

総費用 

  Ｃ＝  ４８．６１億円

せせらぎ橋付近のショ
ートカットによる改修
で発生した旧川部分で
蛍の生息が確認できて
いるため、府・地元市・
地域住民と協動で旧川
整備方法の検討等を行
なう計画をしている。 

事業採択年度 

 計画時    S56 

 再評価時   S56 

 再々評価時 S56 

事業着手年度 

計画時     S58 

 再評価時   S58 

 再々評価時 S58 

完成予定年度 

 計画時   Ｈ17 

 再評価時  Ｈ17 

 再々評価時Ｈ17 

 

分析 

整備済延長が伸

びていないのは事

業費が大きい落差

工及び取水堰の改

築を行なったた

め。 

用地取得を先行

し概ね取得完了。

事業についても順

調に推移している 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ６４％ 

  工事 ４５％ 

 

 再々評価時  

  用地 ９９％ 

  工事 ８１％ 

[目的] 
西除川上流部

は、昭和58年度
に全体計画の認
可を受け、順次下
流より改修工事
を進めているが、
現在も、未改修部
において時間雨
量50mm（10 年確
率降雨程度）に対
して流下能力が
大きく不足して
おり、洪水による
被害を防止する
ため、河川改修を
進める。 
 

[内容] 
改修延長 
Ｌ＝約１.7Km 
道路橋3橋 
堰１基 
用地買収 
約3，200ｍ2 

目標流量 
 190ｍ3/S  
治水安全度（現
況） 
 約75ｍ3/S 
 
[事業費] 
全体事業費 
  約４５億円 
内用地費 
 約４５億円 

 内工事費 
  約２０億円 
 
投資事業費 
  約３８億円 
内用地費 
 約２５億円 

 内工事費 
 約１３億円 

 
※ 再評価時点
における事業
費 

 約３８億円 

改修済箇所から氾

濫防止が図れる。 

 

・想定氾濫区域： 
約102ha 

・浸水戸数： 
約 3,900世帯 

・浸水区域内人口：
約12,000人 

 
 

 
[地元等の協力体制]
河川整備計画策定時
における地元住民の
関心も高く、概ね協
力的である。 
 
背水対策に対して協
力的である。 

  

[安全・安心] 

浸水被害の軽減（生命や財産）

 河川改修により、治水安全度

が向上し、府民の生命・財産

を守る。 

 

[活力] 

交流拠点の形成（良好な水辺

空間） 

 旧川敷を利用し、環境整備

を図ることにより、水辺環境

と調和した空間を確保し、地

域のコミュニケーションの場

を提供する。 

 

[快適] 

景観（周辺住民と調和した水

辺景観） 

 自然環境に重視した改修

を行うことにより、視覚的に

やすらぎを与える水辺環境

を確保する。 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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          再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （１１／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

⑪（河川） 

飛鳥川 

（羽曳野市・太子町） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：１．９９  

便益総額 

  ｂ＝ ８７．７４億円 

総費用 

  ｃ＝ ４４．１０億円 

 

再々評価時：１６．２２ 

便益総額 

  Ｂ＝１０９９．２４億円 

総費用 

  Ｃ＝  ６７．７６億円 

 

（影響）河川改修は、

現況河道の拡幅及び河

床掘削により行われ

る。工事に伴い、現況

植生は失なわれること

になる。また、魚類、

底生動物についても瀬

及び淵が一時的に失わ

れることとなる。 

（対策）改修前の環境

に近づけるため、自然

に配慮した護岸構造と

する。 

事業採択年度 

 計画時    S53 

 再評価時   S53 

 再々評価時 S53 

事業着手年度 

計画時     S53 

 再評価時   S53 

 再々評価時 S53 

完成予定年度 

 計画時   Ｈ32 

 再評価時  Ｈ32 

 再々評価時Ｈ32 

 

分析 

用地取得につい

ては、①団体交渉

による用地取得、

②南阪奈道路関連

で道路事業と同時

に先行的に用地取

得、により飛躍的

に進捗した。 
改修事業につい

ては概ね順調に進

んでいる。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 １８％ 

  工事 ３４％ 

 

 再々評価時  

  用地 ７８％ 

  工事 ４６％ 

[目的] 
飛鳥川は、昭和

53 年度に全体計画
の認可を受け、順
次下流より改修工
事を進めている
が、現在も、未改
修部において時間
雨量50mm（10年確
率降雨程度）に対
して流下能力が大
きく不足してお
り、洪水による被
害を防止するた
め、河川改修を進
める。 
 

[内容] 
改修延長 
Ｌ＝約3.7Km 
道路橋13橋、私鉄
橋1橋、堰5基 
用地買収 
約50,000ｍ2 

目標流量 
 140ｍ3/S  
治水安全度（現況） 
 約60ｍ3/S 
 
[事業費] 
全体事業費 
  約６８億円 
内用地費 
 約２７億円 

 内工事費 
  約４１億円 
 
投資事業費 
  約４０億円 
内用地費 
約２１億円 

 内工事費 
  約１９億円 
 
※ 再評価時点に
おける事業費 

 約８７億円 

改修済箇所から氾

濫防止が図れる。 

・想定氾濫区域：
約66ha 

・浸水戸数： 
約301世帯 
 

 
[地元等の協力体制]

・団体交渉による

用地取得も地元の

協力のもと順調に

進んでいる。 

・堤防道路を南阪

奈道路の側道の歩

道(緑道)とするた

め，地元市が側道

整備をするなど府

市が連携した整備

を進めている。 
 [安全・安心] 

浸水被害の軽減（生命や財産）

 河川改修により、治水安全度

が向上し、府民の生命・財産

を守る。 

 

[活力] 

交流拠点の形成（良好な水辺空

間） 

 堤防道路は、小学校の通学路

や周辺住民の散歩道として

利用されており、飛鳥川は常

に周辺住民の目に触れる水

辺空間である。 

 

[快適] 

景観（周辺住民と調和した水辺

景観） 

 自然環境に重視した改修を

行うことにより、視覚的にや

すらぎを与える水辺環境を

確保する。 

 

 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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         再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （１２／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評

価 

⑫（河川） 

梅川 

（河南町・太子町） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：１３．４７  

便益総額 

  ｂ＝ ４４．４５億円 

総費用 

  ｃ＝  ３．０１億円 

 

再々評価時：１２．４９ 

便益総額 

  Ｂ＝ ６４７．３４億円 

総費用 

  Ｃ＝  ５１．８１億円 

 

（影響）河川改修は、

現況河道の拡幅及び河

床掘削により行われ

る。工事に伴い、現況

植生は失なわれること

になる。また、魚類、

底生動物についても瀬

及び淵が一時的に失わ

れることとなる。 

（対策）改修前の環境

に近づけるため、自然

に配慮した護岸構造と

する。 

事業採択年度 

 計画時    S55 

 再評価時   S55 

 再々評価時 S55 

事業着手年度 

計画時     S56 

 再評価時   S56 

 再々評価時 S56 

完成予定年度 

 計画時   Ｈ32 

 再評価時  Ｈ32 

 再々評価時Ｈ32 

 

分析 

 工事の伸びが高

いのは事業費が大

きい取水堰の改築

を行なったため。 

・用地取得は概ね

順調に進んでい

る。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 １２％ 

  工事 ３２％ 

 

 再々評価時  

  用地 ２３％ 

  工事 ５３％ 

[目的] 
梅川は、昭和 55

年度に全体計画の
認可を受け、順次
下流より改修工事
を進めているが、
現在も、未改修部
において時間雨量
50mm（10 年確率降
雨程度）に対して
流下能力が大きく
不足しており、洪
水による被害を防
止するため、河川
改修を進める。 
 

[内容] 
改修延長 
Ｌ＝約3.1Km 
道路橋8橋 
堰3基 
用地買収 
約45,000ｍ2 

目標流量 
 450ｍ3/S  
治水安全度（現況） 
 約90ｍ3/S 
 
[事業費] 
全体事業費 
  約５４億円 
内用地費 
 約２６億円 

 内工事費 
  約２８億円 
 
投資事業費 
  約２１億円 
内用地費 
  約６億円 

 内工事費 
  約１５億円 
 
※ 再評価時点に
おける事業費 

 約６５億円 

改修済箇所から氾

濫防止が図れる。 

・想定氾濫区域：
約179ha 

・浸水戸数： 
約1,501世帯 
 

 
[地元等の協力体制]
団体交渉による用
地取得も地元の協
力のもと順調に進
んでいる。 

  

[安全・安心] 

浸水被害の軽減（生命や財産）

 河川改修により、治水安全度

が向上し、府民の生命・財産

を守る。 

 

[活力] 

交流拠点の形成（良好な水辺空

間） 

 周辺に大学及び阪南ネオポ

リスがあり、梅川は常に周辺住

民の目に触れる水辺空間であ

る。今後、河川整備を行い、新

たな憩いの空間を形成する。 

 

[快適] 

景観（周辺住民と調和した水辺

景観） 

 自然環境に重視した改修を

行うことにより、視覚的にやす

らぎを与える水辺環境を確保

する。 

 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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         再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （１３／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

⑬（河川） 

佐備川 

（富田林市） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ： １．１１  

便益総額 

  ｂ＝ ２．７５億円 

総費用 

  ｃ＝ ２．４７億円 

 

再々評価時：３．８４ 

便益総額 

  Ｂ＝ １０１．９９億円 

総費用 

  Ｃ＝  ２６．５６億円 

（影響）河川改修は、現

況河道の拡幅及び河床

掘削により行われる。工

事に伴い、現況植生は失

なわれることになる。ま

た、魚類、底生動物につ

いても瀬及び淵が一時

的に失われることとな

る。 

（対策）改修前の環境に

近づけるため、自然に配

慮した護岸構造とする。

事業採択年度 

 計画時    S55 

 再評価時   S55 

 再々評価時 S55 

事業着手年度 

計画時     S56 

 再評価時   S56 

 再々評価時 S56 

完成予定年度 

 計画時   Ｈ22 

 再評価時  Ｈ32 

 再々評価時Ｈ32 

 

分析 

 整備済延長が伸

びていないのに対

し、工事の捗率が

伸びているのは、

事業費が大きい橋

梁及び取水堰の改

築を行なったた

め。 

用地取得は順調

に進んでいる。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地  ６％ 

  工事  ８％ 

 

 再々評価時  

  用地 ２６％ 

  工事 ５３％ 

[目的] 
佐備川は、昭和

55 年度に全体計
画の認可を受け、
順次下流より改
修工事を進めて
いるが、現在も、
未改修部におい
て時間雨量 50mm
（10 年確率降雨
程度）に対して流
下能力が大きく
不足しており、洪
水による被害を
防止するため、河
川改修を進める。 
 

[内容] 
改修延長 
Ｌ＝約1.9Km 
道路橋8橋 
堰1基 
用地買収 
約42,000ｍ2 

目標流量 
 200ｍ3/S  
治水安全度（現
況） 
 約40ｍ3/S 
 
[事業費] 
全体事業費 
  約２８億円 
内用地費 
 約１５億円 

 内工事費 
  約１３億円 
 
投資事業費 
  約１１億円 
内用地費 
  約４億円 

 内工事費 
   約７億円 
 
※ 再評価時点
における事業
費 

 約４９億円 

改修済箇所から氾

濫防止が図れる。 

・想定氾濫区域：
約99.4ha 

・浸水戸数： 
約560世帯 

 
 
 
[地元等の協力体制]
改修工事、用地買
収も地元の協力の
もと順調に進んで
いる。 

  

[安全・安心] 

浸水被害の軽減（生命や財産）

 河川改修により、治水安全度

が向上し、府民の生命・財産

を守る。 

 

[活力] 

交流拠点の形成（良好な水辺空

間） 

 堤防道路は、小中学校の通学

ルートや周辺住民の散歩道と

して利用されており、佐備川

は常に周辺住民の目に触れる

水辺空間である。 

 

[快適] 

景観（周辺住民と調和した水辺

景観） 

 自然環境に重視した改修を行

うことにより、視覚的にやすら

ぎを与える水辺環境を確保す

る。 

 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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        再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （１４／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

⑭（河川） 

牛滝川 

（岸和田市） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：９．２４ 

便益総額 

  ｂ＝ １１１．２８億円 

総費用 

  ｃ＝  １２．０４億円 

 

再々評価時：１．７０ 

便益総額 

  Ｂ＝ ３０９．２６億円 

総費用 

  Ｃ＝ １８２．４２億円 

牛滝川は市街化の進む
中、多くの生物の貴重な
生息環境となっている
ため、生物の生息環境に
十分配慮する。 

 

事業採択年度 

 計画時    S61 

 再評価時   S61 

 再々評価時 S61 

事業着手年度 

計画時     S61 

 再評価時   S61 

 再々評価時 S61 

完成予定年度 

 計画時   Ｈ37 

 再評価時 

      Ｈ50年頃 

 再々評価時 

      Ｈ50年頃 

 

分析 

 大規模なＪＲ橋

梁改築をＨ９から

Ｈ１３まで行って

いたため、改修延

長はあまり伸びて

いない。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ３０％ 

  工事 ３０％ 

 

 再々評価時  

  用地 ３５％ 

  工事 ３７％ 

[目的] 
牛滝川は、流域

の宅地開発が進
み、資産単価が増
大しているため、
洪水による被害
を防止し、豊かな
生活環境を築く
ため河川改修を
進める。 
 

[内容] 
改修延長 
Ｌ＝約7.4Km 
道路橋25橋 
鉄道橋 1橋 
堰4基 
用地買収 
約104,000ｍ2 

目標流量 
 700ｍ3/S  
治水安全度（現
況） 
 約210ｍ3/S 
 
[事業費] 
全体事業費 
 約２３８億円 
内用地費 
約１１５億円 

内工事費 
 約１２３億円 
 
投資事業費 
  約７６億円 
内用地費 

約３４億円 
内工事費 
  約４２億円 
 
※ 再評価時点
における事業
費 

 約２３８億円 

改修済箇所で氾濫

防止効果あり。 

・想定氾濫区域：
約655ha 

・浸水戸数： 
約18,500世帯 

 
 
[地元等の協力体制]
平成14年度より包
近高橋部において
ｱﾄﾞﾌﾟﾄﾘﾊﾞｰによる
地元周辺住民主導
の河川維持活動を
契約。 

  

[安全・安心] 

H13年度に狭小部であったJR橋

梁の改築が完了。 

 

[活力] 

平成 14 年度より包近高橋部に

おいてｱﾄﾞﾌﾟﾄﾘﾊﾞｰによる住民主

導の河川維持 

 

[快適] 

緑化ブロック等の施工による、

良好な景観の創出 

 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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        再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （１５／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

⑮（河川） 

春木川 

（岸和田市） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：８．７２ 

便益総額 

  ｂ＝ ４２．１４億円 

総費用 

  ｃ＝  ４．８３億円 

 

再々評価時：１２．６０ 

便益総額 

  Ｂ＝ １４３０．６１億円

総費用 

  Ｃ＝  １１３．５６億円

春木川は市街化の進む
中、多くの動植物の貴重
な生育環境となってい
るため、動植物の生息環
境に十分配慮する。 

 

事業採択年度 

 計画時    S56 

 再評価時   S56 

 再々評価時 S56 

事業着手年度 

計画時     S56 

 再評価時   S56 

 再々評価時 S56 

完成予定年度 

 計画時   Ｈ20 

 再評価時  Ｈ22 

 再々評価時Ｈ22 

 

分析 

 用地・工事とも

に、概ね計画通り

推移している。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ６４％ 

  工事 ３３％ 

 

 再々評価時  

  用地 ９６％ 

  工事 ７９％ 

[目的] 
春木川は、流域

の開発が進むと
ともに、H4 ふる
さとの川整備事
業の認定（岸和田
市）を受け、街づ
くりと合わせた
整備を実施中で
ある。洪水による
被害を防止する
ため、H13より狭
小部のJR橋（H16
まで協定済）及び
下轟橋の改築に
着手している。 
 

[内容] 
改修延長 
Ｌ＝約4.2Km 
道路橋13橋 
鉄道橋1橋 
堰4基 
用地買収 
約48,000ｍ2 

目標流量 
 220ｍ3/S  
治水安全度（現
況） 
 約70ｍ3/S 
 
[事業費] 
全体事業費 
  約９６億円 
内用地費 
 約２８億円 

 内工事費 
  約６８億円 
 
投資事業費 
  約７６億円 
内用地費 
 約２７億円 

 内工事費 
  約４９億円 

 

※ 再評価時点
における事業
費 

 約９６億円 

改修済箇所で氾濫

防止効果あり。 

・想定氾濫区域：
約102ha 

・浸水戸数： 
約2,610世帯 

 
関連事業 
ふるさとの川整備
事業 
 
尾生久米田土地区
画整理事業 
 
[地元等の協力体制]
ふるさとの川整備
計画に基づき、地
元市が緑道整備を
する等、府・市が
連携した整備を進
めており、用地取
得についても団体
交渉により地元の
協力のもと順調に
進んでいる。 
 

  

[安全・安心] 

H13 より狭小部のJR橋梁、

轟橋の改築に着手。 

 

[活力] 

改修計画案を地元参加のワーク

ショップ形式により検討中であ

る。 

 

[快適] 

改修計画案を地元参加のワーク

ショップ形式により検討中であ

る。 

 

 

[意見具申]－ 

[対応方針]事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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         再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （１６／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

⑯（河川） 
寝屋川流域 
総合治水対策 

（東部大阪地域） 

・Ｂ／Ｃ 
 
計画時点 ：算出なし 
 
再評価時 ：２．８５  
年便益 

  ｂ＝１，３６５億円 
年費用 

  ｃ＝  ４７８億円 
 
再々評価時：５．７７ 
便益総額 

  Ｂ＝６２，８３８億円 
総費用 

  Ｃ＝１０，８８４億円 

平成14年6月に策定し

た河川整備計画におい

て、護岸等の改修時に

はできるだけ多孔質な

材料を用いるなど、生

態系に配慮した構造と

することとしている 

事業採択年度 

 計画時    S63 

 再評価時   S63 

 再々評価時 S63 

事業着手年度 

計画時     S63 

 再評価時   S63 

 再々評価時 S63 

完成予定年度 

 計画時    ― 

 再評価時   ― 

再々評価時 H44 

 

分析 

治水施設の整備に

ついては順調に進

捗しているが、調

節池や流域対策等

の貯留施設の進捗

が低い。また、年

間事業費が減少傾

向であり、完成ま

でに長期間を要す

る。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ７２％ 

  工事 ５４％ 

 再々評価時  

  用地 ９２％ 

  工事 ６０％ 

[目的] 
地盤が低く、浸水被害が

頻発する寝屋川流域にお
いて、流域住民（約280万
人）の生命と財産を水害か
ら守るため、外水氾濫に対
して1/100、内水浸水に対
して1/40 の治水安全度を
確保する。 
 

[内容] 
河道改修(恩智川等)、 
分水路改修(城北川)、 
遊水地築造(恩智川治水緑
地等)、 
地下河川築造、 
流域調節池築造等 
 
目標流量：2,700ｍ3/s  
(戦後最大実績降雨対応
62.9mm/hr,311.2mm/24hr) 
 
治水安全度(現況)： 
1,630ｍ3/s(60％) 
40mm/hr 対応 
 
河川整備計画の目標流
量：2,100ｍ3/s（流域対策
を除く） 
外水氾濫に対する治水
安全度：1/80 
内水浸水に対する治水
安全度：1/10 

 
[事業費] 
全体事業費 
    約10,082億円 
内用地費 
   約1,295億円 

 内工事費 
      約8,787億円 
 
投資事業費 
       約4,742億円 
内用地費 

約1,187億円 
 内工事費 
      約3,555億円 
 
※ 再評価時点における
事業費 

 約10,297億円 

暫定計画 
(1,800m3/s計画、
50mm 対策に相当)
を平成 17 年度ま
でに概成させる。 
平成14年6月に策
定した河川整備計
画においては、概
ね 15 年間の整備
期間で流域対策を
除き 2,100m3/s ま
での整備を目標と
している。 

災害発生時の想定 
①浸水戸数： 

約102万戸
②農地浸水面積： 

約1700ha 
③重要な公共施設：
国道１号・大阪中央
環状線等主要道路
14 路線、近鉄・京
阪・地下鉄等の鉄道
16 路線、上水施設
７カ所、市役所 15
カ所、NTT/関電営業
所 29 カ所、警察
署・消防署33カ所
等 

過去の災害実績 
①被災頻度：昭和 63
年以降1000戸以上
の浸水被害9回 

②最大浸水戸数： 
約 62,000 戸
(S47.9.15,16)

③農地浸水面積： 
約220ha 

（S47.9.15,16）
④重要な公共施設
等：国道308号、170
号 通 行 止 め
（H9.8.5） 

 
[災害発生の危険度]
①改修目標流量に対
する現況流下能力
の割合:60% 

②現況の治水安全
度：40mm/hr対応 

 
[地元等の協力体制]
・地元11市、大阪府、
建設省があいよっ
て、寝屋川流域総合
治水対策協議会を設
立し、河川や下水道
の治水計画及び流域
に関する施策につい
て協議検討を進めて
いる。引き続き寝屋
川流域総合治水対策
協議会を継続すると
ともに、関連市町村
と大阪府で大阪府都
市型水害対策委員会
を運営し、都市型水
害対策について検討
を進めている。 

・下水道事業との整合
を図りながら事業を
進めている。 

・淀川水系寝屋川ブロ
ック河川整備計画の
策定にあたっては、
地元住民の意見を反
映させた（平成14年
6月策定）。 

[安全・安心] 

洪水等による災害の発生

の防止又は軽減 

・河川からの氾濫防御に対

して 100 年に１度起こ

る洪水規模に対応 

・内水による浸水対策につ

いて40年に１度起こる

洪水規模に対応 

 

[活力] 

治水上脆弱な地域の治水

安全度向上により土地の

質的向上を図り、活力ある

まちづくりを目指す。 

 

[快適] 

都市を流れる河川及び遊

水地を水と緑の貴重なオ

ープンスペースやゆと

り・やすらぎ空間として提

供 

（意見具申） 

 事業継続 

（府の対応方針） 

 事業継続 

事
業
継
続 

  

下 期 分 
（別表３） 
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         再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （１７／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

⑰（河川） 
津田川 
高潮対策 

（貝塚市） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：５．３０ 

年便益 

  ｂ＝ ４．３１億円 

年費用 

  ｃ＝ ０．８１億円 

 

再々評価時：４．６４ 

便益総額 

  Ｂ＝１６９．５５億円 

総費用 

  Ｃ＝ ３６．５１億円 

 事業採択年度 

 計画時  Ｓ５４ 

 再評価時 Ｓ５４ 

 再々評価時Ｓ５４ 

事業着手年度 

計画時    Ｓ５４ 

 再評価時  Ｓ５４ 

 再々評価時Ｓ５４ 

完成予定年度 

 計画時    ― 

 再評価時  Ｈ１５ 

 再々評価時Ｈ１８ 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ３２％ 

  工事 ７７％ 

 

 再々評価時  

  用地 ７４％ 

  工事 ８８％ 

[目的] 
伊勢湾台風級の
超大型台風によ
る津田川沿川の
高潮及び洪水に
よる被害を防止
する。 
 
[内容] 

特殊堤： 

Ｌ＝約1,150m 

道路橋：１橋 

用地取得： 

A=約3,000m2 

計画堤防高： 

OP+5.50m 

現況堤防高： 

OP+3.30m  
 
[事業費] 
全体事業費 
  約２８億円 
内用地費 
 約 ３億円 

 内工事費 
  約２５億円 
 
投資事業費 
  約２４億円 
内用地費 
約 ２億円 

 内工事費 
  約２２億円 
 
※再評価時点に
おける事業費 

 約１６億円 

改修済箇所で氾濫防

止効果あり。 

河川事業 

・想定氾濫区域： 

２７０ｈａ 

・浸水戸数： 

約６，０００戸 
 
［地元等の協力体制］
平成 13 年度に地元の
協力により、岸見橋の
架替が完成した。 
 

[安全・安心] 

・平成１３年度に岸見橋の架替

が完了。 

（意見具申） 

事業継続 

（府の対応方針） 

 事業継続 

 

 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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         再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （１８／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の変

化 
事業効果の定性的分析 

前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要

評
価 

⑱（河川） 
神崎川筋高潮対策 

（神崎川・中島川・
左門殿川） 

（大阪市西淀川区・
淀川区） 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：９．１９ 

年便益 

  ｂ＝  ８７６．０６億円 

年費用 

  ｃ＝     ９５．３２億円 

 

再々評価時：５５．３７ 

便益総額 

  Ｂ＝１１，８７６．２４億円 

総費用 

  Ｃ＝      ２１４．４８億円 

河川底質のダイオ

キシン類の環境基

準設定に伴い、工事

施工中の汚濁防止

や環境監視を実施。

事業採択年度 

 計画時   Ｓ３５ 

 再評価時  Ｓ３５ 

 再々評価時Ｓ３５ 

 

事業着手年度 

計画時    Ｓ３５ 

 再評価時  Ｓ３５ 

 再々評価時Ｓ３５ 

 

完成予定年度 

 計画時    ― 

 再評価時   ― 

 再々評価時Ｈ３５ 

 

分析 

 防潮堤補強に関

しては順調に進

捗しているが、

橋梁嵩上及び河

床掘削について

は進捗が遅い。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ― ％ 

  工事 ２７％ 

 

 再々評価時  

  用地 ― ％ 

  工事 ３２％ 

[目的] 
伊勢湾台風級の超大
型台風が大阪湾に最
悪のコースで満潮時
に来襲したときの高
潮を想定し、これに
対応する防潮施設を
整備する。上流域の
洪水に対応する河床
を整備する。 
 
[内容] 
全体計画区間 
延長 L=14.4km 
・防潮堤 
  L=35.8km 

・護岸 
  L=1.5km 

・河床掘削 
V=436万㎥ 

・水門 ３基 
・橋梁嵩上16橋 
（道路橋 6 橋、国
道橋 5 橋、鉄道
橋 5橋）、 

・排水施設 8基 
・防潮堤補強 
  L=13.39km 

・計画高潮位： 
OP+5.20ｍ 

・治水安全度 
（現況）： 

伊勢湾台風級の高
潮に対応 

 
[事業費] 
全体事業費 
 約1,883億円 
 内工事費 
 約1,883億円 
 
投資事業費 
  約608億円 
 内工事費 

約608億円 
 
※再評価時点におけ
る事業費 

 約1,883億円 

一連区間毎に効果

は発現する。 

[災害時の想定] 
①浸水戸数：23万戸 
②浸水面積：46.5k㎡
③重要な公共施設： 
想定氾濫域内には多
数のライフライン、
広域防災道路、鉄道
等が存在。 

④災害弱者関連施設：
多数の小中学校、高
齢者障害者関連施
設、災害医療機関が
存在 

 
[災害発生の危険度] 
地震による液状化の影
響を受けやすく、被災
すると低地への浸水の
おそれがある。 
 
[地元等の協力体制] 
・建設省（阪神国道工
事事務所、兵庫国道
工事事務所）、大阪
府、兵庫県、大阪市、
尼崎市と一体にな
り、架け替え計画の
推進を図っている。

・淀川右岸水防事務組
合による水防活動
（淀川右岸水防事務
組合） 

・台風による高潮のた
め、S50～H9までに国
道 2 号橋梁の防潮鉄
扉を 7 回閉鎖してお
り、洪水により H11
年に国道２号橋梁の
防潮鉄扉を閉鎖して
おり、防潮鉄扉の解
消に向け地元要望が
高まっている。 

[安全・安心] 

超大型台風による高潮、４０年に

１度発生する洪水や、直下型地震

を含む大地震に対応 

 

[活力] 

人口・資産が集中する大阪市内に

おける治水安全度の向上により、

活力あるまちづくりを目指す。 

 

[快適] 

都市空間における貴重なオープン

スペースとして、ゆとりややすら

ぎを与える 

 

 

（意見具申） 

－ 

（府の対応方針）

 事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 



 42

         再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （１９／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 
事業効果の定性的分析 

前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

⑲（河川） 
旧淀川筋高潮
対策 

（安治川、堂島川、

大川、尻無川、木

津川、土佐堀川） 

（大阪市） 

・Ｂ／Ｃ 
計画時点 ：算出なし 
再評価時 ： ２７．３０ 
年便益 

  ｂ＝  2,324.01億円 
年費用 

  ｃ＝    84.98億円 
再々評価時：３４．１７ 
便益総額 

  Ｂ＝  28,937.38億円 
総費用 

  Ｃ＝   846.90億円 
     ↓ 

 
再々評価時：３５．８３ 
便益総額 

  Ｂ＝ 37,298.70億円 
総費用 

  Ｃ＝  1,041.02億円 
注）高潮対策と耐震対策の費用・

便益をあわせて算定 

 事業採択年度 

 計画時   Ｓ３５ 

 再評価時  Ｓ３５ 

 再々評価時Ｓ３５ 

 

事業着手年度 

計画時    Ｓ３５ 

 再評価時  Ｓ３５ 

 再々評価時Ｓ３５ 

 

完成予定年度 

 計画時    ― 

 再評価時   ― 

 再々評価時Ｈ２４ 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ― ％ 

  工事 ７０％ 

 

 再々評価時  

  用地 ― ％ 

  工事 ７４％ 

[目的] 
伊勢湾台風級の超
大型台風が大阪湾
に最悪のコースで
満潮時に来襲した
ときの高潮を想定
し、これに対応す
る防潮施設を整備
する。上流域の洪
水に対応する河床
を整備する。 
 
[内容] 
防潮堤 L=34.42km
護岸  L=18.3 km 
河床掘削 

V=137.4万㎥ 
水門 ８基 
橋梁嵩上 11 橋

（道路橋） 
排水施設 10基 
防潮堤補強 
      L=9.45km 
計画高潮位： 

OP+5.20m 
治水安全度 

（現況）： 
伊勢湾台風級の高
潮に対応 
 
[事業費] 
全体事業費 
  約８４７億円 
 内工事費 
  約８４７億円 
 
投資事業費 
  約６３１億円 
 内工事費 
  約６３１億円 
 
※再評価時点にお
ける事業費 

 約８４７億円 

平成10 年策定の大阪
府土木部地震防災ア
クションプログラム
において、大地震によ
り被災すると二次災
害の恐れが高い西大
阪低地帯にある河川
施設の耐震対策を最
優先に位置付け、これ
を平成22 年までに完
成させる。 

[災害時の想定] 
①浸水戸数： 

１０４万戸 
②浸水面積： 

５１k㎡ 
③重要な公共施設：
想定氾濫域内には
多数のライフライ
ン、広域防災道路、
地下鉄、地下街等
が存在。 

④災害弱者関連施
設： 
多数の小中学校、
高齢者障害者関連
施設、災害医療機
関が存在 

⑤平成１３年９月に
国の中央防災会議
の専門調査会にお
いて、次の南海・
東南海地震が今後
３０年で発生する
確率が４０％・５
０％と発表。 

 
[地元等の協力体制]
・耐震護岸上に遊歩
道や緑化の整備
（大阪市） 

・被災後の応急対策
活動（大阪市地域
防災計画＜震災対
策編＞） 

・淀川左岸水防事務
組合による水防活
動(淀川左岸水防
事務組合水防計
画) 

・大和川右岸水防事
務組合による水防
活動(大和川右岸
水防事務組合水防
計画) 

[安全・安心] 

超大型台風による高潮や、直

下型地震を含む大地震に対応

 

[活力] 

人口・資産が集中する大阪市

内における治水安全度の向上

により、水都再生に資する活

力あるまちづくりを目指す。

 

[快適] 

都市空間における貴重なオー

プンスペースとして、ゆとり

ややすらぎを与える。 

（意見具申） 

－ 

（府の対応方針） 

 事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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        再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （２０／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 
事業効果の定性的分析 

前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

⑳（砂防） 

 免除川 

（交野市） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：算出なし  

 

再々評価時： ６．４４ 

便益総額 

  Ｂ＝ ８１．７億円 

総費用 

  Ｃ＝ １２．７億円 

周辺の自然環境に配
慮し、自然石を用いた護
岸を採用。 

 

 

事業採択年度 

 計画時    S63 

 再評価時   S63 

 再々評価時 S63 

事業着手年度 

計画時     S63 

 再評価時   S63 

 再々評価時 S63 

完成予定年度 

 計画時    H 3 

 再評価時   H11 

 再々評価時 H16 

 

分析 

 計画時の年次別

事業費の確保が困

難となり、日時を

要したため。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地１００％ 

  工事 ８３％ 

 

 再々評価時  

  用地１００％ 

  工事 ８８％ 

[目的] 

都市に直接的

に土砂災害を及

ぼす恐れのある

渓流について、砂

防設備の整備を

促進し、土石流等

の土砂災害に備

える。 
 

[内容] 

渓流保全工 

 護岸工 
 Ｌ＝３５０ｍ 
 
[事業費] 
全体事業費 
  約9.8億円 
内用地費 
 約4.8億円 

 内工事費 
  約5.0億円 
 
投資事業費 
  約9.2億円 
内用地費 
約4.8億円 

 内工事費 
  約4.4億円 
 
※ 再評価時点
における事業
費 

 約9.8億円 
護岸整備により

河道の安定を図

り、出水時におけ

る氾濫を防止し、

保全対象の安全を

確保する。 

[事業目的に関す
る諸状況] 

流域の地質は脆
弱な風化花崗岩で
形成され、渓岸侵
食が著しく、渓床
には転石が堆積し
ており、出水時に
は下流人家への被
害が及ぶ危険性が
ある。 
 
[地元等の協力体制]
防災事業として

認識されており、
事業に対する協力
を全面的に得てい
る。 
 

  

[安全・安心] 

土砂災害による被害の軽減が

図れる。 

 

 

 

[意見具申] － 

[対応方針] 事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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       再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （２１／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

○21（砂防） 

 谷田川 

（大東市） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：１５．２３ 

便益総額 

  Ｂ＝２０８．２億円 

総費用 

  Ｃ＝ １３．７億円  

 

再々評価時： ７．３５ 

便益総額 

  Ｂ＝ ８９．９億円 

総費用 

  Ｃ＝ １２．２億円 

 

 

事業採択年度 

 計画時    S57 

 再評価時   S57 

 再々評価時 S57 

事業着手年度 

計画時     S57 

 再評価時   S58 

 再々評価時 S58 

完成予定年度 

 計画時    S60 

 再評価時   H23 

 再々評価時 H18 

 

分析 

 物件移転が当初

想定していたより

も早期に解決した

ため。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ３６％ 

  工事 ２９％ 

 

 再々評価時  

  用地 ９４％ 

  工事 ５７％ 

[目的] 

都市に直接的

に土砂災害を及

ぼす恐れのある

渓流について、砂

防設備の整備を

促進し、土石流等

の土砂災害に備

える。 
 

[内容] 

渓流保全工 

 護岸工 
 Ｌ＝２４５ｍ 
 
[事業費] 
全体事業費 
  約8.4億円 
内用地費 
 約3.2億円 

 内工事費 
  約5.2億円 
 
投資事業費 
  約6.9億円 
内用地費 
約3.0億円 

 内工事費 
  約3.9億円 
 
※ 再評価時点
における事業
費 

 約8.4億円 
護岸整備により

河道の安定を図

り、出水時におけ

る氾濫を防止し、

保全対象の安全を

確保する。 

[事業目的に関す
る諸状況] 
 人家が渓流沿い
に連たんしてお
り、年々山間部へ
の開発が進み、土
砂災害の発生する
危険性が高まって
いる。 

 
[地元等の協力体制]
地域の災害に対

する関心が高く、
大東市北条地区災
害対策協議会から
も早期完成の強い
要望がある。 

  

[安全・安心] 

土砂災害による被害の軽減が

図れる。 

 

 

 

[意見具申] － 

[対応方針] 事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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        再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （２２／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

○22（砂防） 

 清滝川 

（四條畷市） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：算出なし  

 

再々評価時： １．９９ 

便益総額 

  Ｂ＝ ４６．８億円 

総費用 

  Ｃ＝ ２３．５億円 

  

 

事業採択年度 

 計画時    S57 

 再評価時   S57 

 再々評価時 S57 

事業着手年度 

計画時     S57 

 再評価時   S58 

 再々評価時 S58 

完成予定年度 

 計画時    S60 

 再評価時   H19 

 再々評価時 H19 

 

分析 

計画どおり実施。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ９０％ 

  工事 ４９％ 

 

 再々評価時  

  用地 ９５％ 

  工事 ７１％ 

[目的] 

都市に直接的

に土砂災害を及

ぼす恐れのある

渓流について、砂

防設備の整備を

促進し、土石流等

の土砂災害に備

える。 
 

[内容] 

渓流保全工 

護岸工 
Ｌ＝１，０００ｍ 
 
[事業費] 
全体事業費 

約12.6億円 
内用地費 
  約3.7億円 

 内工事費 
   約8.9億円 
 
投資事業費 
   約9.9億円 
内用地費 
約3.5億円 

 内工事費 
  約6.4億円 
 
※ 再評価時点
における事業
費 

 約12.6億円 
護岸整備により

河道の安定を図

り、出水時におけ

る氾濫を防止し、

保全対象の安全を

確保する。 

[事業目的に関す
る諸状況] 
流域の地質は脆

弱な風化花崗岩で
あり、近年特に上
流の土砂採取並び
に都市化の進展に
より市街化が進ん
でいるため出水時
には人家への被害
が及ぶ危険性があ
る。 
 
[地元等の協力体制]
防災事業として

認識されており、
事業に対する協力
を全面的に得てい
る。 
 

  

[安全・安心] 

土砂災害による被害の軽減が

図れる。 

 

 

 

[意見具申] － 

[対応方針] 事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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       再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （２３／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

○23（砂防） 

  讃良川 

（四條畷市） 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ： ３．３１ 

便益総額 

  Ｂ＝ ５２．０億円 

総費用 

  Ｃ＝ １５．７億円  

 

再々評価時： ３．０９ 

便益総額 

  Ｂ＝ ４９．８億円 

総費用 

  Ｃ＝ １６．１億円 

  

 

事業採択年度 

 計画時    S63 

 再評価時   S63 

 再々評価時 S63 

事業着手年度 

計画時     S63 

 再評価時   S63 

 再々評価時 S63 

完成予定年度 

 計画時    H 2 

 再評価時   H23 

 再々評価時 H23 

 

分析 

 全体計画区間の

内、家屋が連担し

ている一期区間を

重点施行してい

る。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地 ６７％ 

  工事 ３６％ 

 

 再々評価時  

  用地 ８４％ 

  工事 ６９％ 

[目的] 

都市に直接的

に土砂災害を及

ぼす恐れのある

渓流について、砂

防設備の整備を

促進し、土石流等

の土砂災害に備

える。 
 

[内容] 

渓流保全工 

護岸工 
Ｌ＝１，０２４ｍ 
 
[事業費] 
全体事業費 
 約9.6億円 
内用地費 
 約3.9億円 

 内工事費 
  約5.7億円 
 
投資事業費 
  約6.6億円 
内用地費 
約3.1億円 

 内工事費 
  約3.5億円 
 
※ 再評価時点
における事業
費 

 約5.8億円 
護岸整備により

河道の安定を図

り、出水時におけ

る氾濫を防止し、

保全対象の安全を

確保する。 

[事業目的に関す
る諸状況] 
 近年、下流域で
民間開発が多数行
われるなど、土砂
災害の危険性は高
まっている。 
 
[地元等の協力体制]
地元住民から強

い要望があり、全
面的な協力を得て
いる。 
 

  

[安全・安心] 

土砂災害による被害の軽減が

図れる。 

 

 

 

[意見具申] 事業継続 

[対応方針] 事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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        再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （２４／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

○24（砂防） 

 太井川右支渓 

（太子町） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：２４．４３ 

便益総額 

  Ｂ＝１０９．９億円 

総費用 

  Ｃ＝  ４．５億円  

 

再々評価時：１３．３６ 

便益総額 

  Ｂ＝ ２５．５億円 

総費用 

  Ｃ＝  １．９億円 

 砂防えん堤により、渓

床、渓岸の浸食が防止さ

れるため、堆砂敷より上

流の樹木を保全できる。

生態系に配慮し、スリ

ット型えん堤を採用し

ている。 

 

事業採択年度 

 計画時    H 5 

 再評価時   H 5 

 再々評価時 H 5 

事業着手年度 

計画時     H 6 

 再評価時   H10 

 再々評価時 H10 

完成予定年度 

 計画時    H 8 

 再評価時   H15 

 再々評価時 H16 

 

分析 

 用地買収に日時

を要したため。 

 

進捗状況 

 再評価時 

 用地   ０％ 

 工事   ０％ 

 

 再々評価時  

 用地 １００％ 

 工事  ６７％ 

[目的] 

都市に直接的

に土砂災害を及

ぼす恐れのある

渓流について、砂

防設備の整備を

促進し、土石流等

の土砂災害に備

える。 
 

[内容] 

砂防えん堤１基 

堤高Ｈ＝９．０ｍ 

堤長 

Ｌ＝４２．６ｍ 

 
[事業費] 
全体事業費 
  約1.9億円 
内用地費 
 約0.2億円 

 内工事費 
  約1.7億円 
 
投資事業費 
  約1.4億円 
内用地費 
約0.2億円 

 内工事費 
  約1.2億円 
 
※ 再評価時点
における事業
費 

 約1.5億円 

下流河川への有

害な土砂流出、及

び土石流の発生を

防止する。 

 

[事業目的に関す
る諸状況] 
 土石流危険渓流
であり、渓床には
不安定土砂が堆積
しており、今後の
降雨により土石流
発生の危険度が高
い。 
 
[地元等の協力体制]

地元区長及び町

から強い要望があ

り、全面的な協力

体制を得ている。

  

[安全・安心] 

土砂災害による被害の軽減が

図れる。 

 

 

 

[意見具申] 事業継続 

[対応方針] 事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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        再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （２５／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評

価 

○25（砂防） 

 飯ノ峯川 

（泉南市） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：算出なし 

 

再々評価時： １．８８ 

便益総額 

  Ｂ＝ ９０．８億円 

総費用 

  Ｃ＝ ４８．２億円 

  

 

事業採択年度 

 計画時    S63 

 再評価時   S63 

 再々評価時 S63 

事業着手年度 

計画時     S63 

 再評価時   S63 

 再々評価時 S63 

完成予定年度 

 計画時    H 4 

 再評価時   H11 

 再々評価時 H15 

 

分析 

 新設橋梁架設に

伴う関係機関との

調整に当初想定以

上の日数を要し

た。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地１００％ 

  工事 ８０％ 

 

 再々評価時  

  用地１００％ 

  工事 ９１％ 

[目的] 

都市に直接的

に土砂災害を及

ぼす恐れのある

渓流について、砂

防設備の整備を

促進し、土石流等

の土砂災害に備

える。 
 

[内容] 

渓流保全工 

 護岸工 
 Ｌ＝２５０ｍ 
 
[事業費] 
全体事業費 
  約13.3億円 
内用地費 
 約6.6億円 

 内工事費 
  約6.7億円 
 
投資事業費 
  約12.7億円 
内用地費 
約6.6億円 

 内工事費 
  約6.1億円 
 
※ 再評価時点
における事業
費 

 約13.3億円 
護岸整備により

河道の安定を図

り、出水時におけ

る氾濫を防止し、

保全対象の安全を

確保する。 

[事業目的に関す
る諸状況] 
 渓床には不安定
土砂が多く堆積し
ており、洪水時に
多量の土砂が流出
するおそれがあ
る。 
 
[地元等の協力体制]
防災事業として

認識されており、
事業に対する協力
を全面的に得てい
る。 

  

[安全・安心] 

土砂災害による被害の軽減が

図れる。 

 

 

 

[意見具申] － 

[対応方針] 事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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               再々評価審議対象事業一覧表（２６事業）  （２６／２６） 

事業名 
（所在地） 

進捗率 
(H15.3) 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

自然環境等への 
影響と対策 

事業概要 途中段階の効果 

事業を巡る 
社会経済情勢の

変化 事業効果の定性的分析 
前回再評価時の意見具申・

府の対応方針の概要 

評
価 

○26（砂防） 

 雨山川 

（熊取町） 

 

・Ｂ／Ｃ 

 

計画時点 ：算出なし 

 

再評価時 ：算出なし 

 

再々評価時： １２．１４ 

便益総額 

  Ｂ＝１２１．４億円 

総費用 

  Ｃ＝ １０．０億円 

  

 

事業採択年度 

 計画時    － 

 再評価時   － 

 再々評価時 － 

事業着手年度 

計画時     S46 

 再評価時   S46 

 再々評価時 S46 

完成予定年度 

 計画時    － 

 再評価時   H11 

 再々評価時 H24 

 

分析 

 計画時の年次別

事業費の確保が困

難になり年数を要

した。 

 

進捗状況 

 再評価時 

  用地１００％ 

  工事 ７４％ 

 

 再々評価時  

  用地１００％ 

  工事 ８３％ 

[目的] 

都市に直接的

に土砂災害を及

ぼす恐れのある

渓流について、砂

防設備の整備を

促進し、土石流等

の土砂災害に備

える。 
 

[内容] 

渓流保全工 

護岸工 
Ｌ＝１，９００ｍ 
 
[事業費] 
全体事業費 
  約10.0億円 
内用地費 
 約3.1億円 

 内工事費 
  約6.9億円 
 
投資事業費 
   約8.9億円 
内用地費 
約3.1億円 

 内工事費 
  約5.7億円 
 
※ 再評価時点
における事業
費 

 約10.0億円 
護岸整備により

河道の安定を図

り、出水時におけ

る氾濫を防止し、

保全対象の安全を

確保する。 

[事業目的に関す
る諸状況] 
 渓床には不安定
土砂が多く堆積し
ており、洪水時に
多量の土砂が流出
するおそれがあ
る。 
 
[地元等の協力体制]
町から強い要望

がある。 

  

[安全・安心] 

土砂災害による被害の軽

減が図れる。 

 

 

 

[意見具申] － 

[対応方針] 事業継続 

事
業
継
続 

 

下 期 分 
（別表３） 
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審 議 日 程 
 

年 月 日 審 議 経 過 

平成 15 年 4 月 25 日 第１回委員会 

委員長選出 
事業概要説明（事前評価・再評価・再々評価） 

平成 15 年 5 月 14 日 
       15 日 

現地視察 
  安威川ダム 

平成 15 年 6 月２日 第１回安威川ダム部会 
 事業審議 

平成 15 年６月 10 日 第２回委員会 

個別事業審議 

平成 15 年６月 18 日 第３回委員会 

個別事業審議 

平成 15 年６月 23 日 第２回安威川ダム部会 

府民による意見陳述、事業審議 

平成 15 年６月 30 日 第４回委員会 

個別事業審議 

平成 15 年７月 15 日 第１回専門部会 
  個別事業論点整理 

平成 15 年７月 29 日 第５回委員会 

個別事業審議 
平成 15 年９月８日 第６回委員会 

意見具申とりまとめ 

 
 
 
 
 
 
 
 

上 期 
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年 月 日 審 議 経 過 

平成 15 年９月８日 第６回委員会 

事業概要説明（事前評価・再評価・再々評価） 

平成 15 年９月 18 日 第３回安威川ダム部会 

府民意見に対する府の見解、事業審議 

平成 15 年 10 月 6 日 
   9,10,23 日 

現地視察 
  府営住宅建替（瓜破西・藤井寺道明寺）、 

職業技術専門校再編整備、安威川ダム（追加） 
平成 15 年 10 月 24 日 第７回委員会 

個別案件審議 

平成 15 年 10 月 29 日 第４回安威川ダム部会 

審議経過の中間とりまとめ 

平成 15 年 11 月 17 日 第８回委員会 

安威川ダム事業審議 

平成 15 年 11 月 21 日 第９回委員会 

個別事業審議 
平成 15 年 12 月２日 第５回安威川ダム部会 

第８回委員会における審議内容説明、事業審議 

平成 15 年 12 月９日 第２回専門部会 
  個別事業論点整理 

平成 15 年 12 月 24 日 第１０回委員会 

意見具申とりまとめ 

 
 
 

下 期 
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大阪府建設事業評価委員会 委員名簿 

 
 
 

岩
いわ

 井
い

 珠
たま

 惠
え

 (株)ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 代表取締役 

 
 

大
おお

 野
の

 隆
たか

 夫
お

 大阪商工会議所専務理事 

◎ 

 
岡
おか

 田
だ

 憲
のり

 夫
お

 京都大学防災研究所教授 

 
 

柏
かし

 原
はら

 士
し

 郎
ろう

 大阪大学大学院工学研究科教授 

 
 

川
かわ

 上
かみ

 博
ひろ

 子
こ

 弁護士 

 
 

佐
さ

 伯
えき

 順
じゅん

 子
こ

 同志社大学文学部社会学科教授 

 
 

新
にい

 川
かわ

 達
たつ

 郎
ろう

 同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 

 
 

増
ます

 田
だ

   昇
のぼる

 大阪府立大学大学院農学生命科学研究科教授 

○ 

 
三
みつ

 野
の

   徹
とおる

 京都大学大学院農学研究科教授 

 
 

綿
わた

 貫
ぬき

 伸 一 郎
しんいちろう

 大阪府立大学経済学部教授 

 
 
                （五十音順・敬称略 ◎ 委員長 ○ 委員長代理） 
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専門部会 委員名簿 
 

 柏
かし

 原
はら

 士
し

 郎
ろう

 大阪大学大学院工学研究科教授 

 新
にい

 川
かわ

 達
たつ

 郎
ろう

 同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 

 増
ます

 田
だ

   昇
のぼる

 大阪府立大学大学院農学生命科学研究科教授 

◎ 三
みつ

 野
の

   徹
とおる

 京都大学大学院農学研究科教授 

 綿
わた

 貫
ぬき

 伸 一 郎
しんいちろう

 大阪府立大学経済学部教授 

                         （五十音順・敬称略 ◎ 部会長） 
 
 

安威川ダム部会 委員名簿 
 

 岩
いわ

 井
い

 珠
たま

 惠
え

 (株)ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 代表取締役 

＊ 中
なか

 川
がわ

   一
はじめ

 京都大学防災研究所教授 

 新
にい

 川
かわ

 達
たつ

 郎
ろう

 同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 

＊ 槇
まき

 村
むら

 久
ひさ

 子
こ

 京都女子大学現代社会学部教授 

◎ 増
ます

 田
だ

   昇
のぼる

 大阪府立大学大学院農学生命科学研究科教授 

 綿
わた

 貫
ぬき

 伸 一 郎
しんいちろう

 大阪府立大学経済学部教授 

                  （五十音順・敬称略 ◎ 部会長 ＊部会専門委員） 


